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第１章 計画の策定にあたって 
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第１節 計画策定の背景と趣旨 

わが国では、昭和２２（１９４７）年から昭和２４（１９４９）年生まれの団塊の世代が、

令和７（２０２５）年までに後期高齢者となり、さらに令和１７（２０３５）年からは８５歳

以上となることから、要介護状態となる高齢者が増えることが見込まれています。 

このような状況の中で、国では、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた

地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護

予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステ

ム）の深化・推進を掲げ、法令整備を進めています。 

併せて、地域社会全体の在り方として、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」と

いう従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をも

ち、助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会の実現」を掲げています。今

後、高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、地域

共生社会の実現に向けた中核的な基盤と位置付けられているところです。 

そこで、平成２９（２０１７）年には、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法

等の改正が行われ、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた取り組みの推進、

医療・介護の連携の推進などが制度化されました。さらに、令和２（2020）年には「地域共

生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、市町村は包括的な支

援体制の構築、地域の特性に応じた認知症施策及び介護サービス提供体制の整備、介護人材

確保のための取り組みなどを推進していくこととなります。 

本市においても、令和７（２０２５年）年の高齢化率は約３０％となり、高齢者１人を現

役世代（１５歳から６４歳）１.９人で支えることになります。さらに人口構成が激変する令

和２２（２０４０）年には、高齢者１人を現役世代 1.5 人で支えることになる見込みです。 

団塊の世代が後期高齢者となる令和７（２０２５）年、さらには団塊ジュニア世代が高齢

者となり現役世代が急減する令和２２（２０４０）年を見据え、今後、より一層市民及び行

政等が協働し、地域全体で、高齢者が抱える生活課題を解決していくことができるような支

援体制を整備していくことが重要になっています。 

以上のような国の動向や本市の高齢者を取り巻く状況の変化を踏まえ、本市で取り組む「健

康」「予防」「介護」「生活支援」などの高齢者施策全般に関わる事業について、市民や関係機

関などと連携しながら更なる充実・改善を図っていくために、新たな「佐賀市高齢者保健福

祉計画」（以下、「本計画」という）を策定します。 
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第２節 計画の位置づけ 

１ 計画の法的な位置づけ 

本計画は、老人福祉法第２０条の８に定める「市町村老人福祉計画」として、介護保険の

給付対象および給付対象外の高齢者の介護予防や福祉事業を含めた地域における高齢者保健

福祉事業全般にかかる計画として位置づけられます。 

一方、介護保険法第１１７条に定める「市町村介護保険事業計画」は、介護保険事業の円

滑な実施に関する計画として、「市町村老人福祉計画」との強い連携が求められる計画ですが、

佐賀市の介護保険の保険者である佐賀中部広域連合（構成市町：佐賀市、多久市、小城市、神

埼市、吉野ヶ里町）が策定することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐賀市では、高齢者が地域で安心して生活していくためには、高齢者の心身の健康づくり

を推進することが重要であること、健康づくりと介護予防が密接不可分な関係にあると言っ

ても過言ではないことから、今回策定する計画についても、高齢者の保健福祉に関する総合

的な計画とします。  

 

 

 

  

「市町村老人福祉計画（老人福祉法第２０条の８）」 
高齢者施策全般に関わる理念や基本的な方針、目標を定めた計画であり、

高齢者の福祉に関わる総合的な計画です。 

「市町村介護保険事業計画（介護保険法第１１７条）」 
適正な介護保険サービスの実施量および地域支援事業に関する事業

量等を見込むとともに、それに基づく介護保険料を算定する計画です。 



4 

２ 関連計画との連携 

本計画は、第２次総合計画の個別計画としての性格を有しますが、地域福祉計画などの他

の関連する計画との整合や連携を図るものとします。本計画と関係する計画との位置付けは

次のとおりです。 
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第３節 計画の期間 

高齢者保健福祉計画は、介護保険事業計画と一体のものとして策定することとなっていま

す。また、介護保険事業計画は、介護保険法の規定により計画期間を３年として定めること

となっています。 

そうしたことから、本計画は、佐賀中部広域連合が定める第８期介護保険事業計画に合わ

せて、始期を令和３（２０２１）年度として、目標を令和５（２０２３）年度とした３か年計

画とします。 

また、中長期的な視点として、団塊の世代のすべての人が７５歳以上の高齢者となる令和

７（２０２５）年、介護サービス需要が増加・多様化するとともに現役世代の減少が顕著に

なる令和２２（２０４０）年を見据えて計画を定めます。 

 

 

第４節 計画の策定方法と進行管理 

１ 計画への住民意見の反映 

佐賀市の高齢者の生活課題や健康課題の解決に向けた取り組みを進めるためには、少子高

齢化の社会問題を誰もが自分自身の身近な課題として受け止めるという意識が必要です。そ

のためには、市民が主役となって行政と協働しながらともに支え合っていく仕組みづくりを

すすめていくことが大切になります。 

このようなことから、本計画は、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果から高齢者の健

康状況やニーズを把握するとともに、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者の参加、な

らびに地域住民の意見を反映させるため、市民代表などの参加を得て「佐賀市高齢者保健福

祉計画策定委員会」を設置しました。また、パブリックコメント制度を活用して、住民の意

見の反映に努めます。 
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２１ 

平成 
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平成 

２３ 

平成 

２４ 

平成 

２５ 

平成 

２６ 

平成 

２７ 

平成 

２８ 

平成 

２９ 

平成 

３０ 

令和 

１ 

令和 

２ 

令和 

３ 

令和 

４ 

令和 

５ 

平成１２ 

～１６年度 
                        

平成１５ 

～１９年度 
  見直し                      

平成１８ 

～２０年度 
     見直し                   

平成２１ 

～２３年度 
        見直し                

平成２４ 

～２６年度 
           見直し             

平成２７ 

～２９年度 
              見直し          

平成３０ 

～令和２年度 
                 見直し       

令和３ 

～５年度 
                    見直し    
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２ 計画の進行管理 

本計画の実施状況については、高齢者保健福祉計画主管課（高齢福祉課）を中心に、計画

の実施および進捗状況の点検を行います。 

また、住民の意識の変化、高齢者の保健福祉を取り巻く社会的な動向、介護保険制度の見

直しなどに応じて、弾力的かつ柔軟な運用を図ります。 

なお、本計画に位置付けた施策や事業については、「PDCA サイクル」の基本的な考え方を

踏まえて、進捗状況を把握し、成果の検証を行い、その結果を今後の取り組みに反映させます。

「PDCA サイクル」とは、企画・立案（Plan）し、それを実施（Do）し、実施の結果を評価

（Check）して、さらに計画の見直し（Act）を行うという一連の流れをシステムとして進め

ていく方法です。 
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第２章 佐賀市における高齢者の状況と現状の課題 
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250,000人
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１９９０年

平成７年

１９９５年

平成１２年

２０００年

平成１７年

２００５年

平成２２年

２０１０年

平成２７年

２０１５年

令和２年

２０２０年

令和７年

２０２５年

令和１２年

２０３０年

令和１７年

２０３５年

令和２２年

２０４０年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上） 老年人口の割合（高齢化率）

243,726 246,674 243,076 241,361
237,506 236,372 231,725 228,450

219,362

224,348

213,487

実績 推計

第１節 地域包括ケアシステムの構築 

 佐賀市の人口は平成７（１９９５）年以降、減少傾向にあります。その一方で、６５歳以上

の高齢者人口は増加しており、総人口に占める高齢者人口の割合、いわゆる高齢化率は、平

成２（１９９０）年に１３.５％であったものが、平成２７（２０１５）年の国勢調査では２

５.９％となりました。住民基本台帳に基づく令和２（２０２０）年の高齢化率は２８.３％で

あり、また、住民基本台帳に基づく人口推計によれば、令和７（２０２５）年には、高齢化率

が約３０％となることが見込まれます。さらに、２０年後の令和２２（２０４０）年には高

齢化率が約３４％に達することが見込まれます。 

 また、高齢者人口の年齢構成をみてみると、平成１７（２００５）年までは、６５歳から７

４歳までの前期高齢者の人口が、７５歳以上の後期高齢者の人口を上回っていましたが、平

成１９年度に前期高齢者と後期高齢者人口比が逆転し、以降、後期高齢者の人口が上回るよ

うになりました。令和７（２０２５）年の人口推計によれば、高齢者人口の約５７％を後期

高齢者が占めることが見込まれます。さらに、２０年後の令和２２（２０４０）年には、後期

高齢者が高齢者人口の約６０％を占めることが見込まれます。 

 このように佐賀市では、高齢化率と後期高齢者人口割合の上昇により、急激な高齢化が進

行しています。年齢が上昇するにつれ、要支援・要介護認定率も上昇することから、支援を

必要とする高齢者に対し、医療や介護、健康づくりや介護予防、生活支援などの高齢者保健

福祉に関わる機関などが連携を図りながら、一体的に提供される地域包括ケアシステムを構

築し、深化させていくことが求められています。 

【佐賀市の総人口・高齢者人口の推移と将来推計】 
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【佐賀市の前期高齢者・後期高齢者人口の推移と将来推計】 

 

 

●総人口は年齢不詳を含む            

●平成２年～平成２７年は、国勢調査データから作成 

●令和２年は、９月末住民基本台帳から作成 

●令和７年～令和２２年は、国立社会保障・人口問題研究所が平成３０年３月３０日公表資料した「日本の地域

別将来推計人口」の佐賀市での生残率、純移動率、子ども女性比、０～４歳性比から、令和２年９月末住民基

本台帳データを起点に、コーホート要因法で推計した結果から作成 

 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」によれば、「家族や友人･知人以外で、何かあった

ときに相談する相手」について、自治会や老人クラブ、民生委員などの地域活動に携わる人

たちが約３割、かかりつけ医などが約３割、ケアマネジャーやおたっしゃ本舗（地域包括支

援センター）などの介護や福祉の専門職が約２割となっています。 

【家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手】 

 

 

18,952
23,112 26,009 25,999 25,906

29,459 32,051 29,497 27,332 27,387 29,139
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２００５年

平成２２年

２０１０年

平成２７年

２０１５年

令和２年

２０２０年

令和７年

２０２５年

令和１２年

２０３０年

令和１７年

２０３５年

令和２２年

２０４０年

前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上）

69,472 70,504

32,786

39,250

45,317

50,175

54,548

60,734

65,579
67,994

72,422

実績 推計

15.4

14.9

33.3

6.5

12.3

7.6

28.2

11.5

0% 10% 20% 30% 40%

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

医師・歯科医師・看護師
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地域包括支援センター・

役所・役場

その他

そのような人はいない

不明・無回答

＜複数回答＞
N=5,576
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これまでの取り組みを振り返ると、高齢者に関する総合相談窓口としての機能を果たすお

たっしゃ本舗（地域包括支援センター）は、相談窓口として広く市民に周知されてきていま

す。相談者も本人や家族だけでなく、医療機関や警察、金融機関などの様々な機関や民生委

員からの相談も増えており、関係機関との連携による総合相談の機能が向上しています。 

また、高齢者は、加齢に伴い、「慢性疾患による受療が多い」「複数の疾患にかかりやすい」

「認知症の発生率が高い」等の特徴があり、医療と介護の両方のサービスを必要とする方も

多く、医療と介護の円滑な連携が必要となります。そのため、入退院時の情報共有のルール

である入退院支援ルール等を活用し切れ目ないサービスの提供に努めています。 

そして、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、公的サービスだけではな

く、身近な地域での支え合いが必要となることから、地域の様々な主体による介護予防や生

活支援の取り組みを支援しています。 

一方で、空き家問題や８０５０問題など、高齢者に関する相談内容は複合化・多様化して

おり、従来の関係機関だけではなく、多職種・他機関と横断的な連携を図る必要性が高まっ

ています。 

団塊の世代が７５歳以上となり介護が必要な高齢者が急速に増加する令和７（２０２５）

年までに、地域包括ケアシステムの中核となるおたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の

機能強化を図り、関係機関の横断的な連携を更に強化することで、高齢者やその家族に対す

る相談・支援体制を充実させていく必要があります。併せて、地域の様々な主体による取り

組みを支援し、支え合いの地域づくりを推進する必要があります。 

 

第２節 認知症施策の推進 

 佐賀市で要支援・要介護認定を受けている人のうち、認知症日常生活自立度Ⅱ（日常生活

に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意してい

れば自立できる状態）以上の人は年々増えており、令和２（２０２０）年には約８,２００人

となっています。 

さらに、九州大学が長期の縦断的な認知症の有病率調査を行っている福岡県久山町研究

データに基づいた「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年

度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業）での成果について、佐賀市の６５歳以上の高齢

者人口に当てはめると、軽度も含めた認知症の高齢者数は、令和７（２０２５）年には 13,000

人に達することが見込まれます。 

 このように、高齢者人口に増加に伴う認知症の高齢者の増加が見込まれることから、認知

症施策をより一層推進していくことが求められています。 
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61,270 62,476 63,440 64,320 65,116

7,603 7,772 7,919 8,059 8,244

12.4% 12.4%

12.5% 12.5%

12.7%

12.1%

12.2%

12.3%

12.4%

12.5%

12.6%

12.7%

12.8%

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

70,000人

平成２８年

２０１６年

平成２９年

２０１７年

平成３０年

２０１８年

平成３１年

２０１９年

令和２年

２０２０年

６５歳以上人口（A） 認知症日常生活自立度Ⅱ以上の人数（B） ６５歳以上人口に占める割合（B／A）

【佐賀市の認知症の高齢者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各年３月末の実績値 

【佐賀市の認知症の高齢者数の将来推計】 

認知症高齢者の推計 
令和７年 

２０２５年 
令和１２年 
２０３０年 

令和１７年 
２０３５年 

令和２２年 
２０４０年 

６５歳以上人口（A） ６７,９９４ ６９,４７２ ７０,５０４ ７２,４２２ 

割合（B）【注１】 ２０.0％ ２2.5％ ２4.6％ ２4.6％ 

認知症高齢者数（A×B×１００） １３,５９９ １５,６３１ １７,３４４ １７,８１６ 

 

注１：各年齢層の認知症有病率が、２０１２年以降も糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合 

 

認知症施策について、これまでの取り組みを振り返ると、平成２９年度に市内１５か所の

おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）に認知症地域支援推進員を配置し、相談や訪問活

動を通して、認知症の早期受診や治療、福祉サービス利用など支援を行ってきています。ま

た、認知症初期集中支援チームによる早期診断・早期対応に向けた支援を行い、医療・介護

との連携を図っています。さらに、子どもから大人まで様々な年代の市民を対象に、認知症

サポーター養成講座を開催し、認知症に対する正しい知識の普及啓発に努めてきています。 

一方で、認知症の人の家族や周辺住民の理解不足や、核家族化による家族の介護力低下な

どが依然として見受けられます。令和２年度からは、認知症サポーター養成講座受講後にス

テップアップ講座を開催しており、認知症の人と家族を支援するためのボランティア活動の

体制づくりが今後の課題です。 

社会全体において、認知症予防から早期発見、さらに認知症発症後の生活支援体制づくりま

でを総合的に推進していく必要があります。  
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4,068

5,403

6,764

7,748

8,466

9,744

10,887

11,989

13,090

14,192

15,294

3,264

4,400

5,590

6,736

7,903

9,588

10,574

11,811

13,047

14,284

15,520

5.3%

6.6%

8.0%

8.9%

9.4%

10.5%

11.3%

12.0%

12.7% 13.4%
14.0%

4.3%

5.3%

6.6%

7.7%

8.8%

10.3%

10.9%

11.8%

12.7%

13.5%

14.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0世帯

4,000世帯

8,000世帯

12,000世帯

16,000世帯

20,000世帯

平成２年

１９９０年

平成７年

１９９５年

平成１２年

２０００年

平成１７年

２００５年

平成２２年

２０１０年

平成２７年

２０１５年

令和２年

２０２０年

令和７年

２０２５年

令和１２年

２０３０年

令和１７年

２０３５年

令和２２年

２０４０年

高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 高齢夫婦世帯の割合 高齢単身世帯の割合

実績 推計

第３節 権利擁護の充実 

高齢夫婦のみの世帯の割合は、平成２（１９９０）年には５.３％であったものが、平成２

７（２０１５）年には１０.５％となりました。また、令和７（２０２５）年には１２％に、

令和２２（２０４０）年には１４％に達することが見込まれます。 

同様に、高齢単身世帯をみると、令和７（２０２５）年には１１.８％に達し、令和１２（２

０３０）年頃には高齢夫婦のみの世帯とほぼ同数になった後、世帯数は逆転し、２０年後の

令和２２（２０４０）年には１４.２％と、より顕著な伸びで推移します。 

このように佐賀市では、高齢者のみの世帯の伸びに伴い、様々な日常生活上の支援が必要

な高齢者が増加する見込みです。 

【佐賀市の高齢者のみの世帯数の推移と将来推計】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２（１９９０）年～平成２７（２０１５）年は、国勢調査データから作成 

 令和２（２０２０）年と令和７（２０２５）年は、平成２（１９９０）年～平成２７（２０１５）年の 

国勢調査データから近似式（1次関数）で推計した結果より作成 

 「高齢夫婦世帯」とは、「夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦１組のみの一般世帯」をいいます（ただし、平成 2

年については、「夫または妻のいずれかが 65 歳以上の夫婦１組のみの一般世帯」）。 

 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」によれば、自分で請求書の支払いができない人が

約４％、自分で預貯金の出し入れができない人が約５％、年金などの書類（役所や病院など

に出す書類）が書けない人が約９％となっています。 

以上のことから、高齢者のみの世帯においては、認知症などにより判断能力が低下し、介

護や福祉のサービス利用などに伴う契約を要する行為や財産管理が十分に行えなくなること

が懸念されます。また、隣近所などとのかかわりが希薄になることで地域社会からの孤立し

てしまい、ともすれば虐待やセルフネグレクトが発生してしまうことも危惧されます。 
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88.5 9.0 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=5,576)

はい いいえ 不明・無回答

＜単数回答＞

そのため、重大な権利侵害につながる厳しい環境におかれた高齢者の権利を擁護していく

ための支援が一層求められています。 

【自分で請求書の支払いをしているか】 

 

 

 

 

 

 

【自分で預貯金の出し入れをしているか】 

 

 

 

 

 

【年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書けるか】 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の権利擁護を推進するためのこれまでの取り組みを振り返ると、判断能力が低下し

た場合でも本人の意向が反映できるようエンディングノート（あんしんノート）の活用につ

いて周知を図るとともに、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）や佐賀県社会福祉士会、

佐賀市社会福祉協議会と連携した相談支援を行っています。特に、認知症などにより判断能

力が不十分である人に対しては、成年後見制度に関する個別相談も行っていますが、手続き

の複雑さなどの理由で制度の利用にまで至らないケースも見受けられます。 

高齢者虐待への対応については、介護支援専門員からの相談が増えており、日頃のマネジ

メントのなかで些細な変化に気づき、事態が深刻になる前に通報する仕組みができつつあり

ます。一方で、被虐待者だけでなく養護者が抱える問題も複雑化しており、対応が困難な事

例が起きています。 

自身で意思決定が行えなくなった場合でも安心して生活できるよう、終活も含めた制度に

関する周知啓発を充実させていくとともに、関係機関との一層の連携強化、成年後見制度利

用促進のためのネットワークづくりを行っていく必要があります。 

79.6 14.2

3.7

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=5,576)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答

＜単数回答＞

81.0 12.5 4.4 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=5,576)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答

＜単数回答＞
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8.3 67.8 18.1

2.5

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=5,576)

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 不明・無回答

＜単数回答＞

第４節 健康づくりと介護予防の推進 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」によれば、「現在の自分自身の健康状態」について、

「とてもよい」と「まあよい」を合わせた『よい』が７６.１％となりました。 

自分自身の健康に自信がある人たちが多数であることがうかがえます。 

【現在の自分自身の健康状態】 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、平成３１（２０１９）年の医療データによれば、６５歳以上７４歳未満の国民健

康保険加入者のうち、高血圧、糖尿病といった生活習慣病の治療中の人は約６割と半数以上

を占めています。また、７５歳以上では生活習慣病の治療中の人が８割を超え、高齢になる

ことで、その割合が大きく上昇します。 

このことから、自覚症状がなくとも、健康問題が潜在化している人が多いことが分かりま

す。 

要支援・要介護認定率をみると、平成２８（２０１６）年から令和２（２０２０）年の第１

号被保険者の認定率は２０％前後で推移していますが、認定者数は毎年増加しており、平成

３１（２０１９）年には、１万３千人に達しています。さらに、令和７（２０２５）年には 

２１.７％、令和２２（２０４０）年には２５.７％と予測されています。 

そのうち、要介護度の低い要支援者は、認定者全体の４割近くを推移する見込みであり、

潜在的な健康リスクのある人や要支援の認定を受けている人が、要介護状態にならないよう、

医療レセプトや健診などのデータを活用し、客観的な視点での健康づくりや介護予防をより

一層推進していくことが求められています。 
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２０１８年

平成３１年

２０１９年

令和２年

２０２０年

令和３年

２０２１年

令和４年

２０２２年

令和５年

２０２３年

令和７年

２０２５年

令和１２年

２０３０年

令和１７年

２０３５年

令和２２年

２０４０年

要介護（要支援）認定者数 要介護（要支援）認定率

実績 推計

【佐賀市の要支援・要介護認定者数の推移と将来推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【佐賀市の要支援・要介護度別認定者数の推移と将来推計】 

 

 各年３月末の第１号被保険者の要支援数と要介護者数の実績値に基づく。 

 要介護（要支援）認定率＝第１号被保険者の要支援と要介護の認定者数／第１号被保険者数×１００ 

2,100 2,224 2,273 2,312 2,444 2,363 2,458 2,506 2,552 2,643 2,903 3,093 3,151

2,081 2,170 2,257 2,244 2,407 2,399 2,516 2,566 2,615 2,715
2,978

3,218 3,349
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2,826 2,956 3,148
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2,014
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1,040
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1,095 1,080
1,046 1,018
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1,142
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２０１７年
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２０１９年
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２０２０年

令和３年

２０２１年

令和４年

２０２２年

令和５年

２０２３年
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２０２５年

令和１２年

２０３０年
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２０３５年
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２０４０年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

実績 推計
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10.2 50.8 32.4 6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=5,576)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 不明・無回答

＜単数回答＞

10.7

10.3

6.1

4.8

11.6

5.8

2.0

11.2

3.1

9.2

19.5

6.1

18.0

12.3

0.4

19.1

0% 10% 20% 30%

脳卒中（脳出血･脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症(アルツハイマー病等)

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患（透析）

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

不明・無回答

＜複数回答＞
N=839

「介護・介助が必要になった主な原因」についてですが、「介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査」によれば、「骨折・転倒」が１９.５％と最も高くなっています。 

このことから、要介護状態にならないよう予防を図るためには、まずは運動器の機能向上

が重要なことがうかがえます。 

【介護・介助が必要になった主な原因】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運動器の機能向上を図り、維持していくためには、日常生活での介護予防の取り組みの継

続が重要です。佐賀市では、徒歩で通える範囲に「介護予防に資する住民主体の通いの場」

づくりを進めています。 

「地域住民による健康づくり活動などに、参加者として参加してみたいか」について、「是

非参加したい」と「参加してもよい」を合わせた『参加したい』が６１％と、過半数を超える

人たちが住民主体の健康づくり活動などへの参加に意欲的であることがうかがえます。 

【地域住民による健康づくり活動などに、参加者として参加してみたいか】 
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54.9

9.6

19.6

31.2

36.5

9.2

8.2

5.4

4.7

0% 20% 40% 60% 80%

近所・同じ地域の人

幼なじみ

学生時代の友人

仕事での同僚・元同僚

趣味や関心が同じ友人

ボランティア等の活動での友人

その他

いない

不明・無回答

＜複数回答＞
N=5,576

11.8 31.5 27.7 14.5 10.2 4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=5,576)

毎日ある 週に何度かある 月に何度かある

年に何度かある ほとんどない 不明・無回答

＜単数回答＞

健康づくりと介護予防の推進について、これまでの取り組みを振り返ると、以下のような

点が評価できます。 

介護予防事業では、運動機能や認知機能の維持向上に向けた多様な介護予防教室を設ける

ことで、多くの高齢者が介護予防に取り組むきっかけになっています。特に、運動器の機能

向上を図る教室については、市主催の教室から「住民主体の通いの場」へ移行する流れも確

立しており、「日常生活での介護予防の取り組みの継続」が実現できています。 

今後、より多くの高齢者が介護予防に取り組めるよう、引き続き「住民主体の通いの場」

づくりを進めるとともに、市主催の教室についても効果的な取り組みに向けて、データなど

を活用し科学的に検証していく必要があります。 

 

第５節 社会参加の促進 

 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」によれば、「友人・知人と会う頻度」について、「毎

日ある」が１１.８％、「週に何度かある」が３１.５％となりました。また、「よく会う友人・

知人はどんな関係の人か」について、「近所・同じ地域の人」が５４.９％となりました。 

４割以上の人たちが比較的頻繁に友人・知人と会い、その大半が近所や同じ地域の人であ

ることから、地域における人と人とのつながりが比較的豊かである状況がうかがえます。 

【友人・知人と会う頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

【よく会う友人・知人はどんな関係の人か】 
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14.1

5.4

1.4

1.9

3.1

45.5

28.7

0% 20% 40% 60% 80%

週4回以上

週2～3回

週1回

月1～3回

年に数回

参加していない

不明・無回答

＜単数回答＞
N=5,576

 また、仕事への参加状況をみると、週４回以上「収入のある仕事」をしている人が１４.１％、

月１回以上になると 22.８％と、高齢者の約４人に１人が月１回以上働いていることがわか

ります。 

今後、人生１００年時代を迎えるにあたって、高齢者が家庭・地域・企業などの各分野で

豊かな経験、知識、技能を活かすことができる環境の整備が求められています。 

【収入のある仕事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の社会参加について、これまでの取り組みを振り返ると、佐賀市社会福祉協議会や

老人クラブ、シルバー人材センターなどでは、地域活動や交流活動、就労の場づくりなど様々

な社会参加の機会を提供しており、高齢者の健康づくりや生きがいづくりに寄与してきてい

ます。 

一方で、会員獲得に向けて様々な周知啓発に取り組むものの、会員確保に苦慮している団

体もあります。 

今後は、自治会や老人クラブなどの地縁組織だけではなく、ボランティア団体やサークル、

NPO 法人などの志縁型組織での活動、さらに、就労の機会に結びつく活動など、多様な社会

参加の場での活動を支援し、それぞれが可能な範囲で地域社会の支え手として活躍できる仕

組みづくりを推進する必要があります。 

 

第６節 在宅生活継続の支援 

 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」によれば、「住まいの状況」について、「持家（一戸

建て）」が８４.３％となりました。また、「自分だけの力で普段の生活を営むことが難しくなっ

た場合の住まいの希望」について、「自宅で暮らしたい」が５３.３％となり、過半数を超える

人たちが在宅生活の継続を望んでいます。 

佐賀市では持家（一戸建て）が大多数であり、介護などが必要になっても自宅で暮らした

いというニーズが高い様子がうかがえます。 
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84.3

3.1

3.8

1.7

2.9

1.9

1.2

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持家（一戸建て）

持家（集合住宅）

公営賃貸住宅

民間賃貸住宅（一戸建て）

民間賃貸住宅（集合住宅）

借家

その他

不明・無回答

＜単数回答＞
N=5,576

【住まいの状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位％ 

 サ
ン
プ
ル
数 

持
家 

（
一
戸
建
て
） 

持
家 

（集
合
住
宅
） 

公
営
賃
貸
住
宅 

民
間
賃
貸
住
宅 

（
一
戸
建
て
） 

民
間
賃
貸
住
宅 

（集
合
住
宅
） 

借
家 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

圏

域

別 

佐賀 406 60.3 18.7 4.2 1.7 8.4 3.7 1.2 1.7 

城南 400 81.0 4.5 1.8 2.8 4.8 4.8 0.5 0.0 

昭栄 397 83.1 1.3 5.8 3.3 2.5 1.8 1.3 1.0 

城東 403 72.0 6.7 5.0 3.0 6.5 2.0 3.2 1.7 

城西 420 80.7 1.0 8.8 1.4 1.9 4.0 0.7 1.4 

城北 395 76.7 2.8 7.8 4.1 3.8 2.5 1.3 1.0 

金泉 372 96.0 0.0 0.5 0.5 1.1 0.8 0.5 0.5 

鍋島 417 72.4 4.1 13.2 2.9 4.6 1.7 0.7 0.5 

諸富・蓮池 366 90.7 0.8 1.9 1.4 2.2 1.4 0.5 1.1 

大和 379 91.3 1.3 0.0 1.3 1.6 0.5 2.1 1.8 

富士 335 93.7 0.0 1.8 0.6 0.9 1.8 0.9 0.3 

三瀬 129 94.6 0.0 2.3 0.8 0.8 0.0 0.0 1.6 

川副 367 93.7 1.6 0.5 0.8 0.8 0.3 1.6 0.5 

東与賀 386 93.5 0.3 0.3 0.3 0.8 1.0 1.6 2.3 

久保田 404 96.5 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 1.0 1.2 
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53.3 9.1 16.0 16.8 4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=5,576)

自宅で暮らしたい 高齢者専用の賃貸住宅に住みかえたい

有料老人ホーム等に入りたい 特別養護老人ホーム等に入りたい

不明・無回答

＜単数回答＞

【自分だけの力で普段の生活を営むことが難しくなった場合の住まいの希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅生活継続の支援について、これまでの取り組みを振り返ると、介護保険のサービスに

ついては、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）や指定居宅介護支援事業者などでケア

プランを作成し、適切にサービスを提供しています。また、佐賀市独自の在宅生活支援サー

ビスとして、軽度生活援助、寝具洗濯乾燥消毒サービス、緊急通報システムなども提供して

います。 

一方で、佐賀市が提供する生活支援サービスのなかには利用者が少ないものもあり、利用

者のニーズに応じたサービスの提供が必要です。 

 今後は、在宅生活の継続のためのニーズや、今後増えてくる認知症の高齢者への対応につ

いても考慮しながら、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる

環境を整備していく必要があります。 
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第３章 目指す姿と基本目標、 

重点取り組み 
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１ 高齢者が、地域のつながりのなかで、性別や世代、障がいの有無、経済的な状況

などを超えて支え合うことで、自分らしい自立した生活を営んでいる。 

２ 高齢者が、健康づくりや介護予防の必要性を感じ、健康長寿に向けて積極的に

活動している。 

３ 高齢者が、住み慣れた地域や望む場所で安心して生活できるよう、医療や介護、

保健、福祉における必要なサービスが包括的に提供されている。 

住み慣れた地域で支え合い、 

自分らしく自立した生活ができるまち 

第１節 ２０２５年の目指す姿 

本計画では、中長期的な視点のもと、佐賀市として高齢者施策をどのような方向性で充実

させていくのか、地域の特性を踏まえて示していくことが求められています。  

そこで本市では、前計画の考えを継承しつつ、地域包括ケアシステムの深化・推進を目指

し、2025 年の目指す姿を次のとおり掲げ、様々な施策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通所・入所 

訪問介護など 

地域の組織・団体 
による支援 

介護予防や健康づくり 
活動への参加 

介護 医療 

介護予防 

通院・入院 訪問看護、 
訪問リハなど 

健康長寿に向けた 
積極的な活動 

地域のつながりの 
なかでの支え合い 

安心した地域生活 
を支える包括的な 
サービスの提供 

住まい 
地域活動、地域福祉 
活動への参加 

生活支援 
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第２節 基本目標 

2025 年の目指す姿に掲げる『住み慣れた地域で支え合い、自分らしく自立した生活がで

きるまち』の実現に向けては、多様な主体が連携した包括的な支援体制づくり、認知症にや

さしい地域づくり、健康長寿に向けた健康づくりや介護予防のための活動の場づくり、自分

自身ができることを活かしながら社会参加できる環境づくりが必要です。 

これらの視点を踏まえて、４つの基本目標を設定します。 

さらに、本計画期間である令和３年度から令和５年度にかけて、特に重点的に取り組んで

いく事業を再構築し、４つの重点取り組みとして位置付けます。 

 

基本目標１ 地域で支え合う仕組みづくり 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、高齢者の

暮らしを支える「支え合い」の地域づくりを進めながら、自立した生活を営むための地域包

括ケアシステムの深化・推進に努めます。 

また、地域包括ケアシステムを支えていく福祉や介護の人材確保に向けた取り組みについ

て、佐賀県や佐賀中部広域連合と連携します。 

 

 

 

 

 

基本目標２ 認知症施策と高齢者の権利擁護の推進 

認知症の人の増加が避けられない状況にあるなか、予防から早期発見、更に認知症発症後

の生活支援体制づくりまでを総合的に進めます。 

また、自身で意思決定が行えない状況にある高齢者の権利擁護に関する支援、高齢者虐待

の防止や早期発見に向けた取り組みも行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域を支えるネットワークづくりの強化 

● おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の機能強化 

● 多様な主体による取り組みの支援・連携強化 

 重点１ 

 認知症施策の推進 

● 普及啓発・相談体制の整備 
● 当事者・家族への支援体制の整備 

 
重点２ 

 高齢者の権利擁護の推進 

● 成年後見制度の利用促進 

 重点３ 
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基本目標３ 健康づくりと介護予防の推進 

高齢者が要支援・要介護状態になることや要介護状態の悪化を予防し、できる限り健康で

いきいきとした生活が送れるよう、高齢者自身が自らの健康維持・増進に心がけ、健康づく

りや介護予防の取り組みに積極的に参加できる環境づくりを進めます。 

また、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた取り組みとして、医療・健診・

介護データなどを活用し、早期に必要なサービスへとつなげていくことができる体制を構築

します。 

 

 

 

 

 

 

 基本目標４ 自立と安心につながるサービスの充実 

人生 100 年時代を迎える今後、高齢者が生きがいを持って、充実した生活を送ることがで

きるよう、長年築いた豊富な知識や経験、能力などを活かしながら、就労や地域活動などへ

参加する環境づくりを進めます。 

また、高齢者が安心して自分らしく暮らすことができるよう、高齢者の在宅生活を支える

ためのきめ細かな福祉サービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

  

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

● データを活用した取り組みの推進 

● 通いの場における介護予防の推進 

 
重点４ 

 高齢者の権利擁護の推進 

● 成年後見制度の利用促進 

 重点３ 
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第３節 重点取り組み 

地域を支えるネットワークづくりの強化 

取り組みの背景 

〇 複合的な問題を抱える世帯や家族と疎遠の高齢単身世帯の増加などに伴い、市やお

たっしゃ本舗（地域包括支援センター）への相談内容は複合化・多様化しています。 

〇 支援を求める高齢者の増加や課題の複合化・多様化に対応していくためには、地域に

おける連携拠点として、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の機能の強化や他機

関との連携がより一層求められています。 

〇 高齢者のみの世帯の増加に伴い、見守り、安否確認、外出支援、買い物・調理・掃除な

どの家事支援など、様々な日常生活上の支援を必要とする高齢者が増えており、公的な

サービスだけでは対応が難しくなっています。 

 

2025 年度（令和 7 年度）に向けた目標・目指す姿 

〇 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、おたっしゃ本舗（地

域包括支援センター）の機能強化を図り、高齢者個人に対する支援を充実します。 

〇 おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の総合相談機能の充実を図り、関係機関と

の連携を強化します。 

〇 医療ニーズと介護ニーズを併せもつ高齢者を地域で支えていくため、切れ目のない在

宅医療と介護の提供体制を深化させます。 

〇 地域の様々な主体による介護予防や生活支援の取り組みを広げ、今後の在宅生活に必

要とされる支援の創出・整備を進めます。 

 

令和３年度から令和５年度にかけた重点取り組み（◎：拡充 ●：新規） 

【おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の機能強化】 

◎ 各おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の管理者会議やヒアリングなどを通して、

機能評価状況や課題を把握し、佐賀中部広域連合と連携しながら、その解決を図ります。 

◎ おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の個別事例解決力の向上に向け、職種別研

修会や目的別研修会、佐賀中部広域連合と連携した研修などを行い、おたっしゃ本舗（地

域包括支援センター）の職員の資質向上を図るとともに、関係機関と連携しやすい体制

づくりを進めます。 

 

 

 重点１ 
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【多様な主体による取り組みの支援・連携強化】 

◎ 市直営のおたっしゃ本舗（地域包括支援センター）が、民間法人が設置する 14 のお

たっしゃ本舗（地域包括支援センター）の抱える複合的な相談内容への対応について、

他機関との連携を進めます。 

◎ 医療と介護の切れ目ない提供のために作成された入退院支援ルールの更なる周知・活

用を図るなど、医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を進めます。 

● 地域の担い手の発掘・支援や、住民主体の取り組みへの支援を行いながら、公的なサー

ビス以外の地域の支え合いによる生活支援サービス（地域の支え合いによる見守り、通

いの場づくり、簡単な家事支援など）の創出・整備を進めます。 

  平成 29 年度におたっしゃ本舗（地域包括支援センター）に１名ずつ配置した「生活

支援コーディネーター」と佐賀市社会福祉協議会の「コミュニティソーシャルワーカー」

との連携を深め、地域資源・人材の発掘や調整をともに担っていきます。 

 

指標 

項目 
現状値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）にお

ける相談件数 
12,166 件 13,000 件 

住民主体サービス事業取り組み団体 — ８団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１５おたっしゃ本舗 
（地域包括支援センター） 

医療・介護の 
切れ目ない 
提供 

 
地域活動 
への参加 

関係機関の
連携強化 

おたっしゃ本舗 
（地域包括支援 

センター）の 
機能強化 

多様な主体による 
取り組み 

複合的な 
相談 

他機関と連携した 
相談支援 

地域の支え合いによる 
生活支援サービスの提
供 

医療機関 

入退院 

自治会、ボランティアグループ、NPO 法人など 

在宅高齢者 
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     認知症施策の推進 

取り組みの背景 

〇 「認知症施策推進大綱（令和元年６月）」では、認知症の発症を遅らせ、認知症になっ

ても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視し

ながら｢共生｣と｢予防｣を車の両輪として施策を推進することが求められています。 

〇 家族や周辺住民の認知症に対する理解の不足、核家族化による家族の介護力低下など

が見受けられ、認知症の人とその家族を支援する体制づくりが課題となっています。 

〇 認知症の人の増加が避けられない状況にあるなか、予防から早期発見、さらに認知症

発症後の生活支援体制づくりまでを総合的に推進する必要があります。 

 

2025 年度（令和 7 年度）に向けた目標・目指す姿 

〇 認知症になっても安心して暮らせるまちを目指し、地域における認知症への理解を深

めるための普及・啓発や、早期に気づき対応できる仕組みづくりを進めます。 

〇 認知症の人やその家族の支援を行うとともに、地域での見守り体制づくりを進めます。 

 

令和３年度から令和５年度にかけた重点取り組み（◎：拡充 ●：新規） 

【普及啓発・相談体制の整備】 

◎ 「認知症サポーター養成講座」を身近な地域で開催し、広く普及啓発を図るとともに、

その修了者に対して、認知症の知識や対応方法をより深く学べる「認知症サポーター・

ステップアップ講座」を開催し、地域でのボランティア活動につなげます。 

◎ ものわすれ相談室にて、認知症やもの忘れに関する相談を受け、早期に適切な治療・

サービスに結びつけます。 

◎ 多職種の専門職で構成される認知症初期集中支援チームが、おたっしゃ本舗（地域包

括支援センター）と連携しながら認知症の人やその家族に対し初期の支援を包括的・集

中的に行い、必要な医療や介護に結びつけることで自立生活をサポートします。 

 

【当事者・家族への支援体制の整備】 

●  認知症サポーターなどの活動を促進するために、新たに「チームオレンジコーディ

ネーター」を配置し、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につな

げる仕組みの構築を目指します。 

● 認知症の人を介護する家族を対象に、認知症の人に対する具体的な接し方を学ぶ場を

企画するなど、認知症カフェなどに参加しやすい働きかけを行います。 

◎ 認知症カフェの開設や運営に関して、助言や関係機関との連携、広報などを行います。 

 

 重点２ 
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● 行方不明になるおそれがある人の情報を、事前に市へ登録することにより、見守り体

制を整えるとともに、捜索・発見時にスムーズに対応するための「あんしん見守り事前

登録事業」を進めます。 

 

指標 

項目 
現状値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

認知症サポーター数 

（平成 20 年度からの累計） 

32,094 人 40,000 人 

認知症サポーター・ステップアップ講座受講者数 

（令和元年度からの累計） 

10 人 100 人 

あんしん見守り事前登録事業 登録者数 — 150 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談体制整備 

普及啓発 

認知症サポーター養成講座 

認知症サポーター・ステップアップ講座 

認知症の人 家族 

認知症サポーター 

おたっしゃ本舗 
（地域包括支援センター） 

ものわすれ相談室 

認知症初期集中支援チーム 

連携 

当事者・家族への支援、見守り 

 

認知症カフェなどでの家族支援 

あんしん見守り事前登録事業 
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     高齢者の権利擁護の推進 

取り組みの背景 

〇 認知症などにより判断能力が低下した高齢者が増加するなか、権利侵害や財産保護の

ための相談支援の充実が喫緊の課題となっています。 

〇 本人や家族からの成年後見制度に関する相談は増えていますが、手続きの複雑さなど

の理由で制度の利用にまで至らないケースが見受けられます。 

〇 成年後見制度を必要とする事案が増えるなか、後見人等の担い手の育成が求められて

います。 

 

2025 年度（令和 7 年度）に向けた目標・目指す姿 

〇 判断能力が低下した高齢者等であっても、住み慣れた地域で本人らしい生活を送るこ

とができるような支援体制を整備します。 

〇 誰もが自らが望む終末期（死後のことも含む）を迎えることができるよう、元気なう

ちに自らの将来について考え、家族や支援者と共有する機会を提供します。 

 

令和３年度から令和５年度にかけた重点取り組み（◎：拡充 ●：新規） 

【成年後見制度の利用促進】 

● 成年後見制度をはじめとする各種手続きについて、市民が利用しやすい環境を整える

ため、佐賀市社会福祉協議会と連携して、利用促進を図る相談支援窓口となる「中核機

関」を整備します。 

● 高齢者の権利擁護と財産保護のため、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）、消費

生活センター、佐賀市社会福祉協議会及び専門職団体などとの連携ネットワークを構築

し、多面的に支援を行います。 

● 成年後見制度の利用増加に伴い後見人が不足していることから、市民後見人の養成講

座や講座修了者へのフォローアップなどを行い、後見活動の質の向上を図ります。 

◎ 市民が積極的に将来の自分について考えることができるよう、終活に活用する「佐賀

市あんしんノート」を毎年作成するとともに、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）

や佐賀市社会福祉協議会による地域での出前講座、講演会を実施し、普及啓発を図りま

す。 

 

 

 

 
重点３ 
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指標 

項目 
現状値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

相談件数 ３４２件 400 件 

市民後見人の登録者数 — 20 人 

 

権利擁護（成年後見制度関連施策の利用促進）の推進に向けたスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

広報啓発

相談支援

中核機関設置
　　・後見受任調整（マッチング業務）
　　・市民後見人の養成、フォローアップ

関係機関との連携ネットワーク構築

家庭裁判所 
  中核機関 

（佐賀市社会福祉協議会と連携） 

司法書士会 

医療機関 

おたっしゃ本舗 
（地域包括支援

センター） 

消費生活
センター 

社会福祉士会 

弁護士会 

チーム 

本人 後見人等 

ケアマネジャー 

介護サービス 
事業者 

佐賀市社会
福祉協議会 

金融機関 

医療・福祉 
関係団体 
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     高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

取り組みの背景 

〇 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向け、高齢者がいつまでも元気でいられ

るよう健康寿命の延伸を図っていく必要があります。 

〇 要介護状態の前段階であるフレイル（加齢に伴う心身の変化や周囲の環境によって虚

弱になった状態）の予防、改善を図るためには、データを活用し、早期に適切な支援を

講じる必要があります。 

〇 令和元年に健康保険法等の一部が改正され、市町村は、高齢者の保健事業と介護予防

の一体的な実施に努めることが求められています。 

〇 効果的・継続的な介護予防事業を進めるためには、PDCA サイクルに則した事業効果

の検証と、更に地域主体の展開を促す取り組みが必要となります。 

 

2025 年度（令和 7 年度）に向けた目標・目指す姿 

〇 住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、医療・健診・介護データな

どを活用して、地域や高齢者の健康課題を早期に把握し、早期に必要なサービスへつな

げていくことができる体制を構築します。 

〇 身近な場所で健康づくりに参加できる機会や場を提供・支援し、高齢者の生きがいや

健康の増進、社会参加を促進します。 

 

令和３年度から令和５年度にかけた重点取り組み（◎：拡充 ●：新規） 

【データを活用した取り組みの推進】 

◎ 市独自に実施している「高齢者実態調査」にて、全ての６５歳以上高齢者を対象にフ

レイルチェックを実施することにより、高齢者一人ひとりの健康課題を把握します。 

● 後期高齢者の関心の高いフレイルや認知機能のチェック、体力測定などを組み合わせ

た健診を企画するなど、フレイル予防や認知症に関する知識の普及を行います。 

● 健診結果やフレイルチェックなどのデータに、医療レセプトや介護レセプトを加えて

総合的に分析を行い、健康課題を抱える高齢者や閉じこもりがちで健康状態の不明な高

齢者などを把握します。健康状態に応じて、専門職によるアウトリーチ支援（健診受診

や治療勧奨、通いの場への参加勧奨など）を行い、疾病の重症化予防及び介護予防を図

ります。 

 

 

 重点４ 



32 

【通いの場における介護予防の推進】 

◎ 継続的な介護予防の取り組みを促すために、身近な地域での通いの場づくりを進めま

す。 

◎ 通いの場などへ専門職が積極的に関与する機会を設け、運動・栄養・口腔などのフレ

イル予防に着眼した健康教育を進めます。 

 

指標 

項目 
現状値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 5 年度） 

訪問指導人数 — 200 人 

住民主体の通いの場の設置数 379 箇所 420 箇所 

住民主体の通いの場の参加人数 9,783 人 10,600 人 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の内容 
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2025 年の目指す姿 

住み慣れた地域で支え合い、自分らしく自立した生活ができるまち 

施策の体系 

 

 

 

基本目標 施策 事業・取り組み内容 

１ 地域で

支え合う

仕組みづ

くり 

(1)おたっしゃ

本舗（地域包

括支援セン

ター）運営の

充実 

① おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）機能の充実【重点 1】 

② 総合相談機能の充実【重点 1】 

③ 権利擁護業務の充実 

④ ケアマネジメント支援の充実 

⑤ 地域ケア会議の充実 

(2)在宅医療・ 

  介護連携の 

  推進 

① 関係多機関とのネットワーク構築 

② 入退院支援ルールの周知・活用【重点 1】 

③ 市民への普及啓発 

(3)生活支援 

体制の整備 

① 生活支援コーディネーターの配置【重点 1】 

② コミュニティソーシャルワーカーの配置 

③ 協議体の構築と機能の充実 

④ 住民主体サービスへの支援【重点 1】 

⑤ 生活・介護支援サポーター養成 

２ 認知症

施策と 

高齢者の

権利擁護

の推進 

(1) 認知症施策 

の推進 

① 認知症地域支援推進員の配置 

② 認知症サポーターの養成と活動促進【重点 2】 

③ 認知症ケアパスの普及・啓発 

④ 「ものわすれ相談室」での相談対応【重点 2】 

⑤ 認知症初期集中支援チームによる支援【重点 2】 

⑥ 認知症カフェの支援【重点 2】 

⑦ あんしん見守り事前登録事業【重点 2】 

(2) 高齢者の権

利擁護の推

進 

① 相談支援窓口となる中核機関の整備【重点 3】 

② 関係機関とのネットワーク構築【重点 3】 

③ 市民後見人の養成【重点 3】 

④ 高齢者虐待に関する制度や知識の普及啓発 

⑤ 高齢者虐待対応専門チームによる相談対応 
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基本目標 施策 事業・取り組み内容 

３ 健康づ

くりと 

介護予防

の推進 

(1)健康づくり

の推進 

① 健康づくりに関する取り組みの推進 

② 各種健(検)診の受診勧奨 

③ 高齢者健康教育 

(2)介護予防の

充実 

① 介護予防事業 

② 住民主体の通いの場の支援【重点 4】 

(3)高齢者の保

健事業と介

護予防の一

体的実施 

① 高齢者実態調査【重点 4】 

② 75 歳到達者等へのフレイル予防大作戦【重点 4】 

③ ﾃﾞｰﾀを活用した介護予防や生活習慣病等の重症化予防【重点 4】 

４ 自立と

安心につ

ながる

サービス

の充実 

(1) 社会参加

の推進 

① 老人クラブへの支援 

② いきがい館（老人福祉センター等）の運営 

③ 高齢者趣味の作品展の開催 

④ 高齢者スポーツ大会への支援 

⑤ 敬老行事への助成、敬老祝い金（品）の支給 

⑥ 高齢者バス優待乗車券への助成 

⑦ シルバー人材センターへの支援 

⑧ 高齢者の就労の促進 

(2) 在宅生活

の継続支

援 

① 安否確認事業 

② 軽度生活援助事業 

③ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

④ 日常生活用具給付事業 

⑤ 生活支援サービス事業（生活支援員派遣・短期宿泊） 

⑥ 緊急通報システム整備事業 

⑦ あん摩、はり、きゅう等施術券交付事業 

⑧ 家族介護用品（紙おむつ）支給事業 

⑨ 家族介護教室の開催 

⑩ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ） 

(3) 生活環境

の整備 

① 老人ホーム措置事業 

② 生活支援ハウス運営事業 

③ 地域共生ステーション開設支援事業 

④ 地域介護・福祉空間整備事業 

⑤ 地域介護施設開設補助事業 

⑥ 軽費老人ホームなどの適切な利用促進 

⑦ 高齢者福祉施設マップ 

(4) 安心につ

ながる取

り組みの

推進 

① 高齢者見守りネットワーク事業 

② 終活に向けた普及啓発【重点 3】 

③ 複合的な福祉課題の解決に向けた体制づくり 

（重層的支援体制整備事業） 

④ 福祉まるごと相談窓口 

⑤ 災害・感染症対策に係る体制整備 

⑥ 避難行動要支援者支援対策事業 
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基本目標１ 地域で支え合う仕組みづくり 

（１）おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）運営の充実 

①おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）機能の強化【重点１】 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地域における連携拠点

として、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）が核となり、地域の関係機関との連携を

強化しながら、その機能の充実を図ります。 

具体的には、各おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の管理者会議やヒアリングなど

を通して、機能評価状況や課題を把握し、佐賀中部広域連合と連携しながら、その解決を図

ります。また、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の個別事例解決力の向上に向け、職

種別研修会や目的別研修会、佐賀中部広域連合と連携した研修などを行い、おたっしゃ本舗

（地域包括支援センター）の職員の資質向上を図るとともに、関係機関と連携しやすい体制

づくりを進めます。 

 

②総合相談機能の充実【重点１】 

複合的な問題を抱える世帯や家族と疎遠の高齢単身世帯の増加などに伴い、市やおたっ

しゃ本舗（地域包括支援センター）への相談内容は複合化・多様化しています。それらの相

談に対応するため、各種研修を行い、地域包括支援センター職員の個別事例解決力の向上に

努めます。 

また、複合的な相談内容については、市直営のおたっしゃ本舗（地域包括支援センター）

が、民間法人が設置する 14 のおたっしゃ本舗（地域包括支援センター）と福祉まるごと相

談や他機関との連携を進め、解決に向けた支援を行います。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

相談件数 13,978 件 12,166 件 13,000 件 13,000 件 13,000 件 13,000 件 

 

③権利擁護業務の充実 

（ア）権利擁護事業の周知・利用促進 

高齢者の権利擁護に関するパンフレットの配布や講習会の開催など、高齢者の権利擁護

に関わる制度などの普及啓発を行い、高齢者虐待などの早期発見に結びつく環境づくりに

努めます。高齢者の権利擁護に関わる相談に対しては、庁内関係部署や関係機関、介護保

険サービスなどの事業者、地域の組織・団体が連携して対応するとともに、成年後見制度

や日常生活自立支援事業などの活用を支援します。 
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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、関係機

関との連携強化や高齢者虐待防止に関する地域づくりに努め、介護保険施設などにおいて

高齢者の尊厳が確保されるよう、身体拘束廃止や虐待防止に向けた取り組みを進めます。 

 

（イ）成年後見制度利用支援 

認知症、知的障がいや精神障がいなどの理由で、金銭管理や身上監護の契約、遺産分割

などの法律行為を行う能力が不十分な者を支援します。また、成年後見制度に関する個別

相談に対応する中で、本人家族の申立てを支援するとともに必要に応じて成年後見市長申

立てにつながるよう支援を行い、認知症の高齢者などの権利擁護を支援していきます。 

 

（ウ）高齢者虐待相談窓口の充実 

高齢者虐待の相談窓口として、関係機関と連携しながら、早期解決に向け対応します。ま

た、関係機関への高齢者虐待に関する制度や知識の普及啓発を行い、関係機関と連携して対

応します。 

 

④ケアマネジメント支援の充実 

地域のケアマネジャーなどに対するケアプラン作成指導、個別相談、地域のケアマネジャー

が抱える支援困難事例への助言、医療機関を含む関係施設やボランティアなどのさまざまな

地域における社会資源との連携・協力体制の整備など、包括的・継続的なケア体制の構築を

行います。 

 

⑤地域ケア会議の充実 

介護保険サービス事業所や医療機関、関係機関、地域の組織・団体などと連携した地域ケ

ア会議を行うことにより、高齢者やその家族に対する支援の充実や、高齢者支援をめぐる地

域課題の把握とその改善に向けた地域の基盤づくりに努めます。 

おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）が主催する地域ケア会議については、個別ケー

スの支援内容の検討を行い、個別課題の解決や自立支援に資するケアマネジメントの支援に

つなげていくための会議や、地域の関係者のネットワークづくりのための会議を行います。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

おたっしゃ本舗 

地域ケア会議 

取扱事例数 

168 事例 189 事例 173 事例 103 事例 103 事例 103 事例 
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（２）在宅医療・介護連携の推進 

①関係多機関とのネットワーク構築 

高齢者が住み慣れた地域で安心して医療・介護が受けられるよう、佐賀市在宅医療・介護

連携支援センター（以下、支援センター）が中心となって、４つに分けた市域毎に、各窓口施

設が域内のネットワークづくりを行い、医療と介護の切れ目のない連携を進めます。 

支援センターは、各窓口施設や医療機関、介護保険サービス事業所、おたっしゃ本舗（地

域包括支援センター）など多機関・多職種連携に生じる課題などの相談に対応します。 

各窓口施設は研修会等を開催し、医療機関や介護保険サービス事業所、おたっしゃ本舗（地

域包括支援センター）など多職種が連携しやすいように情報を共有し、高齢者の地域生活を

支援していきます。 

 

②入退院支援ルールの周知・活用【重点１】 

医療と介護が切れ目なく提供できるように作成された入退院支援ルールの更なる周知・活

用を図り、関係者の連携を進めます。 

 

③市民への普及啓発 

在宅医療・介護に関する情報の普及啓発を行うための講演会等を開催します。 

■実績と数値目標 

 
実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 
令和元年度 

令和 2年度 
（見込み） 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

相談支援件数 71 件 83 件 90 件 100 件 110 件 120 件 

居宅入退院支援加算の 
給付実績数（※） 183 件 142 件 130 件 150 件 200 件 250 件 

 

 

※要介護者が入退院する際にケアマネジャーが医療機関等と連携する際の介護レセプト件数（5月診療分を基準） 

※１支援センター：佐賀市在宅医療・介護連携支援センター 

※２（医）（歯）（薬）：医院・病院、歯科医院、薬局         ※３（介）：介護保険サービス事業所等 
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（３）生活支援体制の整備 

①生活支援コーディネーターの配置【重点１】 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を進めていくことを目的とし、地域にお

いて、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資

源開発やネットワーク構築の機能）を果たす生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）を各おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）に配置しています。地域での課題を発見

し、地域に不足するサービスの創出や担い手の育成などを行いながら、高齢者の生活支援・

介護予防サービスの充実を図ります。また、佐賀市社会福祉協議会が配置するコミュニティ

ソーシャルワーカーとの連携を深め、地域資源・人材の発掘や調整をともに担っていきます。 

 

②コミュニティソーシャルワーカーの配置 

市民からの相談を待つ体制から、積極的に地域に出向く体制へと移行するため、アウトリー

チ型福祉活動を実践する「コミュニティソーシャルワーカー」を、佐賀市社会福祉協議会へ

委託して配置し、複合的な地域生活課題の解決に資する伴走型支援を行います。 

 

③協議体の構築と機能の充実 

おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）や生活支援・介護予防サービスの提供組織・団

体、地域の組織・団体などの活動に生活支援コーディネーターが参画し、関係者間の定期的

な情報共有や連携強化の中核となる、ネットワークとしての協議体（市全体を対象とした「第

１層（佐賀市介護予防・生活支援推進協議会）」と中学校区域等を対象とした「第２層」）を構

築し、その機能の充実を図ります。 

住民主体での地域の福祉を話し合う場を開催し、ワークショップ等を取り入れながら住民

の意見交換をもとに、支え合いの社会を構築していきます。 

 

④住民主体サービスへの支援【重点１】 

地域の担い手の発掘・支援や、住民主体の取り組みへの支援を行いながら、地域の支え合

いによる生活支援サービス（地域の支え合いによる見守り、通いの場づくり、簡単な家事支

援など）の創出・整備を進めます。 

■実績と数値目標 

 
実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 
令和元年度 

令和 2年度 
（見込み） 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

住民主体サービス

事業取り組み団体 
― ― 5 団体 6 団体 7 団体 8 団体 
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■住民が主体となるサービス 

種別 通所型サービスＢ 訪問型サービスＢ 訪問型サービスＤ 

対象者 要支援者・事業対象者（専門的な支援が必要でない方） 

実施主体 住民組織、ボランティア、ＮＰＯ法人など 

実施内容 ・運動やレクレーション

などの介護予防に資する

活動で、週に１回以上の開

所をするもの 

 

・掃除、洗濯、調理、薬の

受け取りなど日常生活の

困りごとに対する生活支

援サービス 

 

・ 通院等をする場合におけ

る送迎前後の付添い支援 

・ 通所型サービスや一般介

護予防事業における送迎を別

主体が実施する場合の送迎 

 

⑤生活・介護支援サポーター養成 

高齢者が安心して地域で暮らすことができるよう、地域において日常的な支援を行うボラ

ンティアを養成するため、生活・介護支援サポーター養成講座を開催します。 

また、サポーターを住民主体の取り組み等へつなげていきます。 
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基本目標２ 認知症施策と高齢者の権利擁護の推進 

（１）認知症施策の推進 

①認知症地域支援推進員の配置 

認知症の人とその家族が安心して生活ができるよう、相談や訪問活動を通して、認知症の

早期受診と治療のための支援や、関係機関との調整および介護保険や福祉サービス利用など

による生活支援を行うために、認知症地域支援推進員を各おたっしゃ本舗（地域包括支援セ

ンター）に配置しています。 

関係機関との連携を深めながら、認知症の段階に応じた支援を行うための体制づくりを行

います。 

 

②認知症サポーターの養成と活動促進【重点２】 

 「認知症サポーター養成講座」を小中学校・企業・地区組織・各種団体など、身近な地域で

開催し、認知症について広く普及啓発を図るとともに、その修了者に対して、認知症の知識

や対応方法をより深く学べる「認知症サポーター・ステップアップ講座」を開催し、地域で

のボランティア活動につなげます。 

認知症サポーターなどの活動を促進するために、新たに「チームオレンジコーディネーター」

を配置し、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みの構

築を目指します。 

■実績と数値目標 

 
実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 
令和元年度 

令和 2年度 
（見込み） 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ数 

平成 20 年度からの累計 
29,941 人 32,094 人 34,000 人 36,500 人 38,500 人 40,000 人 

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ・ｽﾃｯ

ﾌﾟｱｯﾌﾟ講座受講者 

令和元年度からの累計 

― ― 10 人 35 人 75 人 100 人 

 

③認知症ケアパスの普及・啓発 

 認知症の人やその家族が、認知症の容態の変化に応じて受けることができる支援をまとめ

た「認知症ケアパス」の普及・啓発を図り、必要な支援が適切に受けられるようにします。 
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④「ものわすれ相談室」での相談対応【重点２】 

認知症やものわすれに関する相談を受け、早期に適切な治療・サービスに結びつけるとと

もに家族の介護の負担軽減を図ります。 

医療機関、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）、認知症初期集中支援チームなどの関

係機関と連携し、相談後の適切な受診やサービス導入が円滑に行なわれるように努めます。 

 

⑤認知症初期集中支援チームによる支援【重点２】 

多職種の専門職で構成されるチームが、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）と連携

しながら認知症が疑われる人や認知症の人とその家族を訪問し、相談内容の聞き取りを行い

ます。その後、本人や家族などに対する初期の支援を包括的・集中的に行い、必要な医療や

介護に結びつけることで自立生活を支援します。 

 

⑥認知症カフェの支援【重点２】 

 認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域住民、福祉や介護の専門職など、認知症の

人に関わる人たちが集い、気軽に会話や情報交換などを楽しむ場所です。認知症カフェの開

設や運営に関して、助言や関係機関との連携、広報などを行います。 

 

⑦あんしん見守り事前登録事業【重点２】 

行方不明になるおそれがある人の情報を、事前に市へ登録することにより、見守り体制を

整えるとともに、捜索・発見時にスムーズに対応するための「あんしん見守り事前登録事業」

を進めます。 

事前登録の際に配布する「あんしん見守りシール」を本人の衣服や靴、かばんなどに貼り

付けてもらうことにより、認知症の人が外出し、道に迷うなどして行方不明になった場合に、

シールに記載されている登録番号で身元を識別して早期の発見・保護につなげます。 

■実績と数値目標 

 
実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 
令和元年度 

令和 2年度 
（見込み） 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

あんしん見守り事前

登録事業登録者数 
― ― ― 50 人 100 人 150 人 
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（２）高齢者の権利擁護の推進 

①相談支援窓口となる中核機関の整備【重点３】 

判断能力が低下した高齢者等であっても、住み慣れた地域で本人らしい生活を送ることが

できるよう、成年後見制度をはじめとする各種手続きについて、市民が利用しやすい環境を

整えるため、佐賀市社会福祉協議会と連携して、利用促進を図る相談支援窓口となる「中核

機関」を整備します。 

■実績と数値目標 

 
実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 
令和元年度 

令和 2年度 
（見込み） 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

相談件数 339 件 342 件 342 件 360 件 380 件 400 件 

 

②関係機関とのネットワーク構築【重点３】 

高齢者の権利擁護と財産保護のため、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）、消費生活

センター、佐賀市社会福祉協議会および専門職団体などとの連携ネットワークを構築し、多

面的に支援を行います。 

 

③市民後見人の養成【重点３】 

成年後見制度の利用増加に伴い後見人が不足していることから、市民後見人の養成講座の

開催や講座修了者へのフォローアップなどを行い、後見活動の質の向上を図ります。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

市民後見人の 

登録者数 
― ― ― ― 10 人 20 人 

 

④高齢者虐待に関する制度や知識の普及啓発 

 高齢者虐待に関する相談窓口を市民に向け周知するため、市が発行する「高齢者福祉サー

ビスのご案内」に虐待の種別やおたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の連絡先を案内す

るとともに、佐賀中部広域連合や佐賀県と連携して介護保険事業者や医療関係者等へ制度の

普及を図ります。 
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⑤高齢者虐待対応専門チームによる相談対応 

おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）に寄せられた相談のうち複雑化している虐待事

例に対して、弁護士会と社会福祉士会の専門職からなる「高齢者虐待対応専門チーム」によ

る専門的な助言や協力を行います。深刻度や緊急度の判断を行い、迅速な相談対応を行いま

す。 
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基本目標３ 健康づくりと介護予防の推進 

（１）健康づくりの推進 

①健康づくりに関する取り組みの推進 

佐賀市健康づくり計画「いきいきさがし２１」に基づき、健康的な生活習慣の形成により

生活習慣病や運動器疾患を予防し、健康寿命の延伸、生活の質の向上を図ります。また、佐

賀市食育推進基本計画に基づき、市民一人ひとりが「食」に関する知識と「食」を選択する力

を身につけ、健全な食生活を実践する「食育」を進めます。 

「朝ラジ まなざし 朝ごはん」プロジェクトにおいて、「ラジオ体操による健康づくり」

と「まなざし運動の実践」および「食育」に取り組み、市民の自主的な健康づくりを支援する

とともに、地域コミュニティの形成を目指します。 

その他、こころの健康や口腔の健康、飲酒、喫煙など、健康に関する情報を周知啓発する

ことで、市民が継続的に健康づくりを実践できるよう支援します。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

低栄養傾向の人

の割合 
18.8％ 18.5％ 18.5％ 18.5％ 18.5％ 18.5％ 

 

②各種健(検)診の受診勧奨 

各種がん検診や歯周病検診などの成人検診、結核検診、および特定健診・特定保健指導の

目標受診（実施）率の達成を目指して、健（検）診などの周知・啓発を行い、健康管理などに

対する意識向上を図ります。また、人間ドックや脳ドックの受診に対する助成を行い、疾病

の早期発見・早期治療につなげていきます。 

４０～７４歳の国民健康保険加入者を対象とした特定健診については、自分の健診結果と

生活習慣が関連づけられるよう健診結果説明会などにより保健指導を実施し、自己健康管理

ができる市民を増やしていきます。 

また、７５歳以上の後期高齢者医療保険被保険者を対象とした健（検）診の受診啓発を行

うことで、健康に対する自覚を高め、生活習慣病などの早期発見により健康の維持・増進に

つなげていきます。 
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■実績と数値目標 

 
実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 
令和元年度 

令和 2年度 
（見込み） 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

特定健診受診率

(40～74 歳) 
36.1％ 35.8％ 30％ 55％ 60％ 60％ 

特定保健指導 

実施率 

(40～74 歳) 

54.5％  51.2％ 50％ 60％ 60％ 60％ 

健康診査受診率 

（75 歳以上） 
17.56％ 18.27％ 18％ 18.5％ 19.0％ 19.5％ 

 

③高齢者健康教育 

サロンや老人クラブ、通いの場などに出向き、将来的に要介護状態にならないような生活

習慣の改善や介護予防に関する講話を行うなど、高齢者の介護予防に対する意識の醸成を図

ります。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

開催回数 106 回 122 回 130 回 150 回 150 回 150 回 

参加者数 2,356 人 2,372 人 2,500 人 3,000 人 3,000 人 3,000 人 
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（２）介護予防の充実 

①介護予防事業 

（ア）センター版元気アップ教室 

フレイルチェックの運動項目に該当がある高齢者を対象に、送迎付きで週 1 回、全 16

回に渡り、上下肢・体幹の筋力強化に効果がある「ダンベルを用いた体操」を中心にスト

レッチや自宅で継続して取り組める運動の指導、栄養・お口の健康の講話や相談、脳トレ

などによる介護予防を行います。 

 

佐賀市ダンベル体操 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）地域版元気アップ教室 

自治公民館などにおいて、「参加者が歩いて行ける会場で」「仲間と一緒に」「効果のある

取り組み」を継続して実践する通いの場を創出するための教室です。 

週 1 回、全 16 回に渡り、「ダンベルを用いた体操」を中心にストレッチや自宅で継続し

て取り組める運動の指導、栄養・お口の健康の講話や相談、脳トレなどにより参加者個人

の介護予防を行うとともに、住民主体で通いの場を運営するためのノウハウを提供します。 

 

（ウ）街なか元気アップ教室 

  フレイル状態の高齢者を対象に、送迎付きで週 1 回、全 1４回に渡り、買物活動による

生活機能訓練を中心にストレッチや自宅で継続して取り組める運動の指導、栄養・お口の

健康の講話や相談、脳トレなどによる介護予防を行います。 

 

 

 

１本220g のおもりを個人の体力に合わせて

10 段階調整することで無理なく筋力アップ！ 

基本的に椅子を使って、ゆっくり行う６種類の運動です。 
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（エ）短期集中予防サービス（通所型サービスＣ） 

要支援者または事業対象者を対象に、地域での自立した日常生活の支援を目的として、

「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」の複合的な個別プログラムを専門職

により短期間に集中して実施します。 

 

（オ）音楽サロン教室 

高齢者に対して、体を動かしながらの発声、歌唱や演奏を行う教室を実施することで、

脳の活性化、手足や口腔の筋力維持、閉じこもり予防を図ります。 

自主・継続的な活動として実施できるよう、各地域での普及を目指していきます。 

 

（カ）脳若教室 

認知症予防を目的に、タブレットやテキストを用いたトレーニングプログラムを実施し、

認知機能の改善を図ります。また、日常生活で認知症予防に効果的な取り組みが実践でき

るよう支援します。 

 

■実績と数値目標 

（上段）実施か所数 

（下段）実参加者数 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

(ア) センター版 

元気アップ教室 

34 か所 32 か所 24 か所 27 か所 27 か所 27 か所 

420 人 381 人 320 人 412 人 412 人 412 人 

(イ) 地域版 

元気アップ教室 

18 か所 11 か所 4 か所 15 か所 15 か所 15 か所 

353 人 188 人 70 人 375 人 375 人 375 人 

(ウ)街なか 

元気アップ教室 

3 か所 3 か所 1 か所 3 か所 3 か所 3 か所 

61 人 34 人 14 人 42 人 42 人 42 人 

(エ)短期集中予防

サービス 
4 人 9 人 3 人 10 人 10 人 10 人 

(オ)音楽サロン教室 
7 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 

279 人 71 人 60 人 60 人 60 人 60 人 

(カ)脳若教室 
8 か所 6 か所 2 か所 3 か所 3 か所 3 か所 

145 人 92 人 22 人 48 人 48 人 48 人 
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②住民主体の通いの場の支援【重点４】 

体操を主体とした自主グループへ健康運動指導士等の講師を派遣し、運動などの技術指

導のフォローを実施することで、自主グループの活動が円滑に継続できるよう支援を行い

ます。また、自主グループの支援者の養成・育成および支援者同士の交流機会を提供し、支

援者が活動を継続できるよう技術的・精神的フォローを行います。 

さらに、自主グループの表彰を行うなど、活動状況を広く周知し、自主グループの活動

への機運を高めます。その他、ふれあいを主体とした自主活動へ助成などの支援を行い、

地域での活動の活性化を図ります。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

体操を主体とした 

自主グループ数 
95 か所 101 か所 105 か所 120 か所 135 か所 150 か所 

ふれあいを主体とした

自主グループ数 
229 か所 233 か所 237 か所 240 か所 245 か所 250 か所 

音楽を主体とした 

自主グループ数 
22 か所 28 か所 31 か所 34 か所 37 か所 40 か所 

読み書き計算を主体と

した自主グループ数 
14 か所 14 か所 13 か所 13 か所 13 か所 13 か所 
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（３）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

①高齢者実態調査【重点４】 

市独自調査として民生委員に調査を依頼し、６５歳以上の高齢者を対象に、「高齢者実態調

査」を実施しています。令和３年度からフレイルチェックを実施することにより、高齢者一

人ひとりの健康課題を把握します。 

 

②75 歳到達者等へのフレイル予防大作戦（ポピュレーションアプローチ）【重点４】 

医療や介護の需要が高くなる節目の後期高齢者（75 歳到達者等）を対象に、関心の高いフ

レイルや認知機能チェック、体力測定などを組み合わせた健診を行い、自身の状態を把握し

てもらいます。その後、結果をもとにしたフレイル予防や認知症に関して学び合う場を設け、

知識や実践の普及を行います。 

 

③データを活用した介護予防や生活習慣病等の重症化予防（ハイリスクアプローチ） 

【重点４】 

健診結果やフレイルチェックなどのデータに、医療レセプトや介護レセプトを加えて総合

的に分析を行い、健康課題を抱える高齢者や閉じこもりがちで健康状態の不明な高齢者など

を把握します。それぞれの状態に応じた職種によるアウトリーチ支援を行い、フレイル対策

等の介護予防と生活習慣病等の重症化予防を一体的に実施します。 

 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

訪問指導 

人数 
― ― ― 50 人 100 人 200 人 
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基本目標４ 自立と安心につながるサービスの充実 

（１）社会参加の推進 

①老人クラブ活動への支援 

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブに対し、高齢者が健康で生きが

いに満ちた生活を送る機会の一つとして活動を支援します。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

クラブ数 304 団体 286 団体 269 団体 269 団体 269 団体 269 団体 

登録会員数 12,441 人 11,373 人 10,594 人 10,594 人 10,594 人 10,594 人 

 

②いきがい館（老人福祉センター等）の運営 

市内６か所のいきがい館において、60 歳以上の高齢者が健康で明るい生活を送ることが

できるよう、生活や健康などの各種相談に応じ、健康増進、教養の向上およびレクリエーショ

ンを提供します。併せて、４か所のいきがい館では、健康料理､健康体操､郷土史などの教養

講座を実施します。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

利用者数 96,504 人 83,400 人 76,400 人 83,600 人 83,700 人 83,800 人 

 

③高齢者趣味の作品展の開催 

高齢者の生きがいを高めるため、趣味による創作作品を広く募集し、展示します。 

広報により事業の周知を図り、高齢者の創作活動の目標の一つとして実施していきます。 

 

④高齢者スポーツ大会への支援 

高齢者の健康と生きがいを高めるため、校区毎に開催される高齢者向けのスポーツ大会に

対して、支援を行います。 
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⑤敬老行事への助成、敬老祝い金（品）の支給 

高齢者の長寿を祝うため、各小学校区および市内の老人ホームで開催される敬老行事に

対し助成を行います。 

 また、長年にわたり社会に貢献された長寿者に対する敬老の意図に祝意を表するために、

８８歳の高齢者に敬老祝記念品を贈呈し、100 歳の高齢者に敬老祝金を支給します。 

 

⑥高齢者バス優待乗車券への助成 

 70 歳以上の高齢者に対して、市営バス・昭和バスの優待乗車券の購入費用を助成し、高

齢者の外出支援を行います。 

■実績と数値目標 

上段：市営バス 

下段：昭和バス 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

対象者数 
10,489 人 

2,414 人 

10,399 人 

2,306 人 

10,225 人 

2,000 人 

11,200 人 

2,550 人 

11,350 人 

2,600 人 

11,550 人 

2,650 人 

 

⑦シルバー人材センターへの支援 

高齢者の社会参加と生きがいづくりを目的に、シルバー人材センターに助成を行い、高齢

者の多様な就労活動の機会を創出します。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

会員数 907 人 924 人 930 人 940 人 950 人 960 人 

 

⑧高齢者の就労の促進 

高齢者雇用及び就労支援に関する制度や関係機関の取り組みなどについて、労政だよりや

ホームページなどで情報発信を行います。また、仕事と家庭の両立がしやすい労働環境づく

り、障がい者雇用、高齢者雇用に積極的に取り組んでいる企業が、「佐賀市小口資金」を新規

に借り入れた場合に支払い利子の一部を助成します。 

高齢者の社会参加を一層促進するための取り組みの一つである、就労的活動支援コーディ

ネーターの配置について、佐賀中部広域連合と協議・検討していきます。 
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（２）在宅生活の継続支援 

①安否確認事業 

 ひとり暮らし高齢者などの心身の状況、家族の支援、環境等に応じ、定期的に訪問するこ

とにより、安否確認を行います。 

 

②軽度生活援助事業 

 ひとり暮らし高齢者などの心身の状況、家族の支援、環境等に応じ、食材の買い物や家屋

内の整理整頓など、軽易な日常生活の支援を行います。 

 

③寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

 寝具類の衛生管理が困難な在宅生活のひとり暮らし高齢者などに対し、水洗いおよび乾燥

消毒などのサービスを年２回実施します。 

 

④日常生活用具給付事業 

 心身機能の低下のため火気取り扱いに不安があるひとり暮らし高齢者などに、電磁調理器、

火災警報機などを給付します。 

 

⑤生活支援サービス事業（生活支援員派遣・短期宿泊） 

 社会適応困難な高齢者に対して、支援員の訪問または短期間の宿泊により、日常生活に対

する指導・支援を行い、要介護状態への予防を図ります。 

 

⑥緊急通報システム整備事業 

 在宅のひとり暮らし高齢者などが緊急通報装置（機器の借受料など一部利用者負担）を自

宅に設置することで、緊急事態発生時の即応体制を整え、高齢者などの不安を解消し、生活

の安全を図ります。 
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◎佐賀市独自の在宅生活支援サービスの中から、本人の希望及び心身の状況に応じ

サービスを選択いただく 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦あん摩、はり、きゅう等施術券交付事業 

 65 歳以上の高齢者を対象にあん摩、はり、きゅう等の施術の助成を行うことにより、高齢

者の健康づくりを支援します。 

 

⑧家族介護用品（紙おむつ）支給事業 

紙おむつを使用している 65 歳以上で、要介護認定の４または５の在宅高齢者に対し、紙

おむつなどを支給します。 

 

⑨家族介護教室の開催 

高齢者を介護している家族や認知症の方を介護している家族を対象に、介護方法や介護予

防、認知症の方に対する具体的な接し方などを学ぶ場を企画するなど、参加者のニーズに応

じた教室を実施します。 

 

⑩高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（シルバーハウジング） 

 江頭団地、六座町団地に生活援助員を派遣し、高齢者の相談に応じたり、家事援助を行う

など、高齢者の日常生活の支援を行います。 

 

 

  

緊急通報システム 

日常生活用具 

軽度生活援助 

安否確認事業 

寝具洗濯乾燥消毒サービス 

生活支援サービス 

共通の申請書で受付 

サービスの利用を
考えている 
在宅高齢者 
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（３）生活環境の整備 

①老人ホーム措置事業 

身体上・精神上・環境上・経済上の理由により自宅での生活が困難な高齢者を、養護老人

ホームに措置します。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

措置者数 72 人 72 人 72 人 74 人 74 人 74 人 

 

②生活支援ハウス運営事業 

介護支援機能、居住機能および交流機能を総合的に提供することにより、安心して健康で

明るい生活を送れるように支援します。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

入居者数 4 人 3 人 7 人 7 人 7 人 7 人 

 

③地域共生ステーション開設支援事業 

地域共生ステーション（ぬくもいホーム交流サロン併設型、ぬくもいホーム）の開設を行

うＮＰＯ法人などに対し、開設にかかる施設整備費および初年度設備費の一部を助成するこ

とにより、年齢などに関わらず誰もが自然に集える地域の拠点を確保します。 

 

④地域介護・福祉空間整備事業 

既存高齢者施設等に対し、スプリンクラーの設置や老朽化した施設の改修費用などについ

て、その一部を助成することにより利用者の安全・安心を確保します。 

 

⑤地域介護施設開設補助事業 

地域密着型サービス施設等の開設を行う法人に対して、整備助成および間接準備経費など

の一部を補助し、地域の実情に応じた介護サービス体制の整備を促進します。 
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⑥軽費老人ホームなどの適切な利用促進 

老人福祉法に基づく軽費老人ホーム等の住宅および生活支援サービスなど、適切な利用を

促進していきます。 

 

⑦高齢者福祉施設マップ 

介護保険施設や在宅の高齢者施設等の施設情報をいつでも閲覧できるようにするため、佐

賀市ホームページに掲載している「高齢者福祉施設マップ」の施設情報を更新します。 
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（３）安心につながる取り組みの推進 

①高齢者見守りネットワーク事業 

高齢者を地域全体で見守り、高齢者に異変を感じたらおたっしゃ本舗（地域包括支援セン

ター）に連絡し、必要なサービス等につなげます。登録事業所の拡大を図ると同時に、地域

住民へ啓発することより、高齢者にやさしいまちづくりを進めます。 

■実績と数値目標 

 

実績 数値目標 

平成 30 年度 
平成 31 年度 

令和元年度 

令和 2年度 

（見込み） 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

登録事業者数 

（累計） 
1,153 か所 1,199 か所 1,240 か所 1,280 か所 1,320 か所 1,360 か所 

 

 

 

②終活に向けた普及啓発【重点３】 

市民が積極的に将来の自分について考えることができるよう、終活に活用する「佐賀市あ

んしんノート」を毎年作成するとともに、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）や佐賀

市社会福祉協議会による地域での出前講座、講演会を実施し、普及啓発を図ります。 
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③複合的な福祉課題の解決に向けた体制づくり（重層的支援体制整備事業） 

地域住民が抱える福祉課題が複雑化・複合化するなか、従来の高齢者や障がい者といった

属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難な状況になっています。 

これらの課題に対応するため、属性を問わない包括的な支援体制を構築するための「重層

的支援体制整備事業」が社会福祉法で定められました（令和３年４月施行）。 

具体的には介護、障がい、子ども、生活困窮の相談支援などの取り組みを活用し、課題解

決に向けた包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支

援を一体的に実施するものです。本市においても、関係各課と連携しながら、同事業の実施

に向けての体制づくりを目指していきます。 

 

④福祉まるごと相談窓口 

子育てや介護などの複数の課題を抱える（ダブルケア）問題や、高齢の親とひきこもりの

子どもが同居する（８０５０）問題などについて、「相談先がわからない」「一度に相談でき

るところがない」と悩んでいる人に対し、福祉まるごと相談窓口の相談支援包括化推進員が

中心となり、課題の解決に向けた包括的な支援の調整を図ります。 

そのために、地域や多分野の相談支援機関などを含めた支援のネットワークを構築します。 

 

⑤災害・感染症対策に係る体制整備 

災害に対する備えとして、市内の介護サービス事業所などに対し、避難訓練や防災啓発活

動の実施を促すとともに、食料・飲料水、生活必需品等の物資の備蓄・調達や災害時の避難

経路の確保など、非常災害対策計画等による各事業所の災害時の体制の整備の確認および指

導を行います。 

 感染症に対しては、感染症拡大防止策の周知啓発を行うとともに、感染症発生時において

も、必要かつ適切な対策が行えるよう、佐賀県や保健所、佐賀中部広域連合、医療機関など

と連携した取り組みを行います。 

さらに、災害及び感染症対策として、平時から情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した会議の

実施などによる業務のオンライン化の推進に努めます。 

 

⑥避難行動要支援者支援対策事業 

地震や台風などの災害時や、そのおそれがある時に、ひとりで避難することが難しい人（避 

難行動要支援者）を地域で支援していくための体制づくりを推進します。 

そのために、地域からの支援を希望される人を「避難行動要支援者（同意式名簿）」に登 

録し、その情報を避難支援等関係者（自治会や民生委員・児童委員など）に提供すること

で、日ごろの見守りや災害時の避難支援などに役立てます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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１ 佐賀市高齢者保健福祉計画策定委員会 

（１）設置要綱 

 （設置） 

第１条 佐賀市高齢者保健福祉計画（以下「計画」という。）の策定にあたって、広く市民

の意見を求めるため、佐賀市高齢者保健福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定に関する事項について検討、協議する。 

 （組識） 

第３条 委員会は、委員１７名以内で組識する。 

２ 委員は、各種市民団体の代表者、学識経験を有する者等のうちから、市長が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和３年３月３１日までとする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （部会） 

第７条 委員会は、特別の事項に関する協議を分掌させるため、部会を置くことができる。 

２ 部会の委員は、各種市民団体の代表者、学識経験を有する者等のうちから、市長が委嘱

する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、保健福祉部（高齢福祉課）において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

２ 委員会は、計画の策定完了により、解散するものとする。 

 附則 

この要綱は、令和２年４月８日から施行する。  
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（２）佐賀市高齢者保健福祉計画策定委員会名簿 

50 音順    

団 体 名  役 職 名  委 員 名  

公募委員  有森 明子 

佐賀市社会福祉協議会 事務局次長 池田 敦子 

佐賀市民生委員児童委員協議会 会長 〇石井 智俊 

佐賀県地域共生ステーション連絡会 世話人 伊藤 もと子 

佐賀市シルバー人材センター 理事 内田 友子 

公募委員  尾池 悦子 

佐賀県社会福祉士会 会長 大垣内 勇 

佐賀市自治会協議会 会長 小城原 直 

西九州大学 教授 坂田 周一 

ものわすれ相談室相談医 相談医師 鮫島 隆晃 

佐賀中部保健福祉事務所 所長 ◎瀬戸口 義郎 

佐賀市老人クラブ連合会 副会長 髙津 万亀代 

佐賀市歯科医師会 理事 高森 志保 

佐賀県老人福祉施設協議会 会員 藤佐 裕史 

佐賀市医師会 理事 松永 高政 

佐賀県介護老人保健施設協会 事務局長 松本 博 

認知症の人と家族の会 代表 森 久美子 

◎ 会長   〇 副会長 

 

（３）佐賀市高齢者保健福祉計画策定委員会開催状況 

委員会 日程 テーマ 

第１回 

令和２年 

８月 

【書面開催】 

(1)高齢者保健福祉計画の策定について 

(2)高齢者保健福祉計画(H30～R2)の進捗状況等について 

(3)重点的に取り組むべき事項について 

第２回 
令和 2 年 

１０月１８日 

(1)第１回会議での意見に対する対応について 

(2)2025 年の目指す姿と重点取り組みについて 

第３回 
令和 2 年 

1２月 ２日 
(1)計画の素案について 

第４回 
令和 3 年 

2 月【予定】 

(1)パブリックコメント結果の報告 

(2)計画の最終案について 
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２ 日常生活圏域 

（１）おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）の設置 

佐賀中部広域連合では、平成 21 年度から、おたっしゃ本舗のさらなる機能強化及びきめ

細かなサービス提供を図るため、市直営の「おたっしゃ本舗 佐賀」を除く１４のおたっしゃ

本舗の運営を民間事業者に委託し、それぞれの区域に設置しています。 

 

№ 名 称 担当地区 住 所 電 話 

１ 
おたっしゃ本舗 佐賀 
（佐賀市地域包括支援センター） 

勧興・神野 
佐賀市栄町１-１ 

【佐賀市本庁舎内】 
40－7284 

２ 
おたっしゃ本舗 城南 
（佐賀市城南地域包括支援センター） 

赤松・北川副 佐賀市南佐賀一丁目13-5 41－5770 

３ 
おたっしゃ本舗 昭栄 
（佐賀市昭栄地域包括支援センター） 

日新・嘉瀬・新栄 佐賀市嘉瀬町大字扇町2358-1 41－7500 

４ 
おたっしゃ本舗 城東 
（佐賀市城東地域包括支援センター） 

循誘・巨勢・兵庫 佐賀市兵庫町大字渕1903-1 33－5294 

５ 
おたっしゃ本舗 城西 
（佐賀市城西地域包括支援センター） 

西与賀・本庄 佐賀市本庄町大字本庄289-3 41－8323 

６ 
おたっしゃ本舗 城北 
（佐賀市城北地域包括支援センター） 

高木瀬・若楠 佐賀市若楠三丁目1-１１ 20－6539 

７ 
おたっしゃ本舗 金泉 
（佐賀市金泉地域包括支援センター） 

金立・久保泉 佐賀市金立町大字千布2991-1 71－8100 

８ 
おたっしゃ本舗 鍋島 
（佐賀市鍋島地域包括支援センター） 

鍋島・開成 
佐賀市鍋島三丁目3-20 

鍋島シェストビル１階 
97－9040 

９ 
おたっしゃ本舗 諸富・蓮池 
（佐賀市諸富・蓮池地域包括支援センター） 

諸富町・蓮池 
佐賀市諸富町大字諸富津1-2 

【佐賀市諸富支所内】 
47－5164 

10 
おたっしゃ本舗 大和 
（佐賀市大和地域包括支援センター） 

大和町 
佐賀市大和町大字尼寺1870 

【佐賀市大和支所内】 
51－2411 

11 
おたっしゃ本舗 富士 
（佐賀市富士地域包括支援センター） 

富士町 
佐賀市富士町大字古湯2685 

【佐賀市富士支所内】 
58－2810 

12 
おたっしゃ本舗 三瀬 
（佐賀市三瀬地域包括支援センター） 

三瀬村 
佐賀市三瀬村藤原3882-6 

【佐賀市三瀬保健センター内】 
56－2417 

13 
おたっしゃ本舗 川副 
（佐賀市川副地域包括支援センター） 

川副町 
佐賀市川副町大字鹿江623-1 

【佐賀市川副支所内】 
97－9034 

14 
おたっしゃ本舗 東与賀 
（佐賀市東与賀地域包括支援センター） 

東与賀町 
佐賀市東与賀町大字下古賀1193 

【佐賀市東与賀支所内】 
45－3238 

15 
おたっしゃ本舗 久保田 
（佐賀市久保田地域包括支援センター） 

久保田町 
佐賀市久保田町大字新田3331-3 

【佐賀市久保田支所内】 
51－3993 
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（２）おたっしゃ本舗配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

（３）日常生活圏域別高齢者人口の推計 

＜日常生活圏域別高齢者人口の推計＞ 

                                        単位：人 

  
実績値 推計値 

令和２年 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 

佐賀地区 

（勧興・神野） 
18,038 17,784 17,464 17,076 16,619 

 高齢者人口 4,809 4,981 5,085 5,160 5,302 
 

前期高齢者 2,377 2,188 2,028 2,032 2,162 
 

後期高齢者 2,432 2,793 3,057 3,128 3,140 
 

高齢化率 26.7% 28.0% 29.1% 30.2% 31.9% 

城南地区 

（赤松・北川副） 
20,870 20,576 20,206 19,757 19,228 

 高齢者人口 5,736 5,971 6,119 6,211 6,374 
 

前期高齢者 2,703 2,488 2,306 2,310 2,458 
 

後期高齢者 3,033 3,483 3,813 3,901 3,916 
 

高齢化率 27.5% 29.0% 30.3% 31.4% 33.1% 

昭栄地区 

（日新・嘉瀬・新栄） 
21,163 20,864 20,490 20,034 19,498 

 高齢者人口 6,568 6,817 6,968 7,072 7,263 
 

前期高齢者 3,187 2,934 2,718 2,724 2,898 
 

後期高齢者 3,381 3,883 4,250 4,348 4,365 
 

高齢化率 31.0% 32.7% 34.0% 35.3% 37.2% 

城東地区 

（循誘・巨勢・兵庫） 
30,099 29,665 29,134 28,487 27,722 

 高齢者人口 6,668 6,872 7,000 7,105 7,304 
 

前期高齢者 3,380 3,104 2,875 2,882 3,066 
 

後期高齢者 3,288 3,768 4,125 4,223 4,238 
 

高齢化率 22.2% 23.2% 24.0% 24.9% 26.3% 

城西地区 

（西与賀・本庄） 
17,749 17,499 17,184 16,803 16,353 

 高齢者人口 4,783 4,980 5,103 5,181 5,316 
 

前期高齢者 2,250 2,071 1,919 1,923 2,046 
 

後期高齢者 2,533 2,909 3,184 3,258 3,270 
 

高齢化率 26.9% 28.5% 29.7% 30.8% 32.5% 
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＜日常生活圏域別高齢者人口の推計＞ 

                                        単位：人 

  
実績値 推計値 

令和２年 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 

城北地区 

（高木瀬・若楠） 
21,899 21,590 21,202 20,731 20,176 

 高齢者人口 6,363 6,616 6,773 6,875 7,058 
 

前期高齢者 3,031 2,790 2,585 2,590 2,756 
 

後期高齢者 3,332 3,826 4,188 4,285 4,302 
 

高齢化率 29.1% 30.6% 31.9% 33.2% 35.0% 

金泉地区 

（金立・久保泉） 
8,195 8,080 7,935 7,758 7,551 

 高齢者人口 2,936 3,063 3,143 3,191 3,273 
 

前期高齢者 1,356 1,248 1,157 1,159 1,233 
 

後期高齢者 1,580 1,815 1,986 2,032 2,040 
 

高齢化率 35.8% 37.9% 39.6% 41.1% 43.3% 

鍋島地区 

（鍋島・開成） 
22,305 21,990 21,595 21,115 20,550 

 高齢者人口 5,375 5,508 5,578 5,654 5,825 
 

前期高齢者 2,918 2,686 2,489 2,494 2,653 
 

後期高齢者 2,457 2,822 3,089 3,160 3,172 
 

高齢化率 24.1% 25.0% 25.8% 26.8% 28.3% 

諸富・蓮池地区 

（諸富町・蓮池） 
12,010 11,841 11,628 11,370 11,065 

 高齢者人口 4,088 4,262 4,373 4,440 4,554 
 

前期高齢者 1,896 1,745 1,617 1,621 1,724 
 

後期高齢者 2,192 2,517 2,756 2,819 2,830 
 

高齢化率 34.0% 36.0% 37.6% 39.1% 41.2% 

大和地区 

（大和町） 
23,229 22,901 22,490 21,990 21,401 

 高齢者人口 6,399 6,607 6,730 6,827 7,020 
 

前期高齢者 3,251 2,992 2,773 2,778 2,956 
 

後期高齢者 3,148 3,615 3,957 4,049 4,064 
 

高齢化率 27.5% 28.9% 29.9% 31.0% 32.8% 
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＜日常生活圏域別高齢者人口の推計＞ 

                                        単位：人 

  
実績値 推計値 

令和２年 令和７年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 

富士地区 

（富士町） 
3,514 3,465 3,403 3,327 3,238 

 高齢者人口 1,524 1,591 1,633 1,658 1,701 
 

前期高齢者 702 647 599 600 639 
 

後期高齢者 822 944 1,034 1,058 1,062 
 

高齢化率 43.4% 45.9% 48.0% 49.8% 52.5% 

三瀬地区 

（三瀬村） 
1,239 1,222 1,200 1,173 1,142 

 高齢者人口 515 539 554 563 577 
 

前期高齢者 233 215 199 200 212 
 

後期高齢者 282 324 355 363 365 
 

高齢化率 41.6% 44.1% 46.2% 48.0% 50.5% 

川副地区 

（川副町） 
15,637 15,417 15,140 14,803 14,407 

 高齢者人口 5,425 5,652 5,794 5,882 6,036 
 

前期高齢者 2,537 2,335 2,164 2,168 2,307 
 

後期高齢者 2,888 3,317 3,630 3,714 3,729 
 

高齢化率 34.7% 36.7% 38.3% 39.7% 41.9% 

東与賀地区 

（東与賀町） 
8,057 7,944 7,801 7,628 7,423 

 高齢者人口 2,197 2,264 2,302 2,334 2,402 
 

前期高齢者 1,141 1,051 974 975 1,038 
 

後期高齢者 1,056 1,213 1,328 1,359 1,364 
 

高齢化率 27.3% 28.5% 29.5% 30.6% 32.4% 

久保田地区 

（久保田町） 
7,721 7,612 7,476 7,310 7,114 

 高齢者人口 2,193 2,271 2,317 2,351 2,417 
 

前期高齢者 1,089 1,003 929 931 991 
 

後期高齢者 1,104 1,268 1,388 1,420 1,426 
 

高齢化率 28.4% 29.8% 31.0% 32.2% 34.0% 
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３ 用語解説  

 

あ行 

◇ アウトリーチ（訪問支援） 

積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけること。もしくは、さまざまな形で、必要

な人に必要なサービスと情報を届けること。 
 

◇ あんしんノート 

 佐賀市独自のエンディングノート。エンディングノートとは、自分の人生のラストに向け

て、認知症になったときのこと、延命治療が必要になったときのこと、葬儀の行い方、財産

の管理方法などあらかじめ準備しておくためのノートのこと。 
 

◇ NPO（法人） 

NPO とは、Nonprofit Organization または Not-for-Profit Organization の略で、営

利目的ではなく非営利な活動を行う団体、社会貢献活動や慈善活動を行う団体。NPO 法人と

は、特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の

定めるところにより設立された法人。 
 

◇ いきがい館（老人福祉センター・いこいの家） 

 高齢者が健康で明るい生活を送ることができるよう、生活や健康などの各種相談に応じ、

健康増進や教養の向上、レクリエーションの機会などを提供する施設。佐賀市では、「いきが

い館巨勢」、「いきがい館平松」、「いきがい館開成」、「いきがい館金立」、「いきがい館大和」

「いきがい館久保田」を設置している。 
 

◇ おたっしゃ本舗（地域包括支援センター） 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して過ごしていけるよう、介護・福祉・医療などさまざ

まな機関と連携し、総合的に支援するために設けられた、高齢者やその家族などのための相

談窓口。佐賀中部広域連合管内の地域包括支援センターの愛称は「おたっしゃ本舗」。 

高齢者の総合的な相談支援とともに、高齢者虐待の早期発見や防止、成年後見人制度の紹

介や手続きの支援、暮らしやすい地域づくりの取り組み（行政、医療機関、地域の団体など

と連携した高齢者の支援や、地域のケアマネジャーが円滑に仕事ができるような支援）、自立

した生活の支援（介護予防のための健康づくりの支援や、要支援と認定された人の介護予防

プランの作成）などの活動を行っている。 

 

か行 

◇ 介護保険制度 

 介護が必要な人（要支援者・要介護者）に介護サービス費用の一部を給付する制度。介護

保険は、一般に市町村が保険者（佐賀市は、佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町を
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構成市町とする佐賀中部広域連合）となり、その地域に住んでいる６５歳以上の高齢者（第

1 号被保険者）や、医療保険に加入している４０歳以上の人（第 2 号被保険者）が支払う介

護保険料と、税金とで運営されている。また、介護サービスを受ける場合、１割の自己負担

が必要で、年収によっては自己負担率が２割または３割になる場合がある。 
 

◇ 介護予防 

 元気な人も支援・介護が必要な人も、生活機能の低下や重度化をできるだけ防ぎ、自分ら

しい生活を実現できるようにすること。具体的には、日頃から健康管理を行い、状態に合っ

た健康づくりを行うことを指す。 
 

◇ 協議体 

 高齢者の生活支援を行うための仕組みづくりを推進するためには、支援を担う地域の各種

団体や関係機関、福祉や介護のサービス事業所などの多様な組織・団体の参画が必要である

ことから、地域における多様な組織・団体間の情報共有や連携・協働による取り組みを進め

ることを目的に、話し合いの場として設置するもの。 
 

◇ ケアマネジメント 

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべ

ての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方

法。①インテーク（導入）、②アセスメント（課題分析）の実施、③ケアプラン原案の作成、

④サービス担当者会議の開催、④ケアプランの確定と実施（ケアプランに沿ったサービス提

供）、⑤モニタリング（ケアプランの実施状況の把握）、⑥評価（ケアプランの見直し）、⑦終

了、からなる。利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法

が取り入れられている。介護保険においては、「居宅介護支援」「介護予防支援」などで行わ

れている。 
 

◇ ケアマネジャー（介護支援専門員） 

介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、利用者がその心身

の状況などに応じ適切なサービスを利用できるよう、市やサービスを提供する事業所、施設

などとの連絡調整などを行う人のこと。 
 

◇ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

身寄りがない、または、家庭環境や経済状況などの理由により、家族との同居が困難な高

齢者を自治体の助成を受ける形で、比較的低額な料金で入居できる福祉施設。 

 

◇ 健康寿命 

「健やかに過ごせる人生の長さ」のこと。厚生労働省の定義では、「健康上の問題で日常

生活が制限されることなく生活できる期間」とされている。 
 

◇ 口腔機能 

食べたり、笑ったり、話したりするために使う口の中（歯や歯ぐき、舌）や口の周りの筋

肉、唇の周りの働きのこと。 
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◇ 高齢者（高齢化率・前期高齢者・後期高齢者） 

一般に６５歳以上の人をいい、総人口に占める６５歳以上の人の割合を高齢化率という。

高齢化率が７％を超えた社会を「高齢化社会」といい、１４％を超えると「高齢社会」、21％

を超えると「超高齢社会」という。高齢者のうち６５歳以上７４歳以下を「前期高齢者」、 

７５歳以上を「後期高齢者」という。 
 

◇ 高齢者虐待 

家庭内や施設内での高齢者に対する虐待行為のこと。高齢者の基本的人権を侵害・蹂躙し

心や身体に深い傷を負わせるもので、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律（高齢者虐待防止法）」では、身体的虐待（身体拘束を含む）、性的虐待、心理

的虐待、介護や世話の放棄（ネグレクト）、経済的虐待が定義されている。 

 

さ行 

◇ サロン 

 互いに支えあって暮らしていける地域づくりのため、外出の機会が少ない高齢者など、同

じ地域で暮らす住民同士が定期的に集い、交流することで、地域の「憩いの場」となること

を目指す場所。 
 

◇ 就労的活動支援コーディネーター 

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体などと就労的活動の取り組みを実施したい事

業者などとをマッチングし、役割がある形での高齢者の社会参加などの促進を担う人。 
 

◇ 情報通信技術（ＩＣＴ） 

ICT は「Information and Communication Technology」の略で、通信技術を活用した

コミュニケーションを指し、情報処理だけではなく、インターネットのような通信技術を利

用した産業やサービスなどの総称。ICT は、IT（Information Technolog：情報技術）に

「Communication（通信、伝達）」という言葉が入っており、IT よりも通信によるコミュニ

ケーションの重要性を強調したもので、単なる情報処理にとどまらず、ネットワーク通信を

利用した情報や知識の共有を重要視している。 
 

◇ 生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域に

おいて、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に

資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす人。 
 

◇ 生活習慣病 

食生活・運動・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣がその発症、進行に関与する疾病群。 

悪性新生物（がん）、脳血管障害、心臓疾患、高血圧、慢性気管支炎、肺気腫、脂肪肝、肝

硬変、糖尿病などを指す。 
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◇ 成年後見制度 

 判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度。認知症や知的障がい、精神障がいなどの

理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世

話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議を

したりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合がある。また、自分

に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、被害にあうおそれもあ

る。このように、認知症などによって判断能力が低下してしまった人がいる場合に、サポー

トする人を家庭裁判所から選任してもらう制度のこと。 

 

た行 

◇ 団塊の世代 

 昭和２２（１９４７）年～２４（１９４９）年頃の第 1 次ベビーブーム時代に生まれた世

代。約８１０万人と推定され、前後の世代に比べて 2～3 割程度人口が多い。 
 

◇ 団塊ジュニア世代 

 団塊の世代の子どもが多く、昭和４６（１９７１）年～４９（１９７４）年に生まれた世

代。毎年、約２００万人以上が生まれており、団塊の世代の次に多い世代である。 
 

◇ 地域ケア会議 

 何らかの課題を抱える個別事例について、多機関・多職種が多角的視点から検討を行うこ

とで、高齢者のよりよい生活を支援することや、ケアマネジャーの実践力を高めていくこと

を目的に開催される会議。また、地域で不足しているサービスや高齢者の抱える問題など、

地域課題を把握し、行政や各分野の関係機関がともに改善策を考えていく場とも位置づけら

れている。 
 

◇ 地域共生社会 

 高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、

「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会。地域包括

ケアシステムは、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤になるとされている。 
 

◇ 地域共生ステーション 

 子どもから高齢者まで年齢を問わず、また障がいの有無に関わらず、誰もが自然に集い、

住み慣れた地域において安心して生活していくことができるよう、さまざまな福祉サービス

を事業所やボランティアなどが協働し、支援していく地域の拠点。 
 

◇ 地域包括ケアシステム 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７（２０２５）年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自

立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けることができるよう、また、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分
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らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提

供体制として、住まい、医療、介護、生活支援・介護予防が一体的に提供されるケアシステ

ム。 
 

◇ チームオレンジ  

認知症サポーターなどが自主的に行ってきた活動をさらに一歩 前進させ、地域で暮らす認

知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターを結びつけるための取り組み。

近隣の認知症サポーターなどがチームを組み、認知症の人や家族に対する生活面の早期から

の支援などを行うもの。認知症の人もメンバーとして参加することもある。 
 

◇ 特定健診・特定保健指導  

特定健診とは、自治体や企業の医療保険者が実施している糖尿病などの生活習慣病とその

予備群の人を早期発見するための健診。対象年齢は４０歳から７４歳。腹囲や血圧などから

内臓肥満症候群（メタボリックシンドローム）、または、その前段階と認められた健診受診者

に対し、保健師や管理栄養士が運動指導や栄養指導を行う（特定保健指導）。  

 

な行 

◇ 日常生活圏域 

市の住民が日常生活を営んでいる地域として地理的条件、人口、交通事情その他社会的条

件、介護給付対象サービスを提供する施設などの整備条件などを総合的に勘案して定める区

域。佐賀市においては１５か所の日常生活圏域が設定されている。 
 

◇ 認知症カフェ 

認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有しお互いを理解し合う場。 
 

◇ 認知症ケアパス 

早期からの適切な診断や対応、認知症についての正しい知識と理解に基づく、本人やその

家族への支援を実施する体制を示したもので、地域ごとに認知症の状態に応じた適切なサー

ビスを提供するための連携の仕組み。 
 

◇ 認知症サポーター養成講座 

地域や職域・学校などで認知症を正しく理解してもらい、地域で暮らす認知症の人やその

家族を応援する「認知症サポーター」を養成する講座。 
 

◇ 認知症初期集中支援チーム 

多職種の専門職が、おたっしゃ本舗（地域包括支援センター）と連携しながら、認知症が

疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支

援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うチーム。 
 

◇ 認知症地域支援推進員 

医療機関や介護サービスなどの支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の人やそ
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の家族を支援する相談業務などを行う人。 

 

は行 

◇ パブリックコメント 

 （国民・住民・市民など）公衆の意見。特に「パブリックコメント手続」における意見公募

に対し寄せられた意見を指す。日本では、意見公募の手続そのものを指す言葉としても用い

られる。パブコメと略されることも多い。パブリックコメント手続（制度）とは、行政が政

策、制度などを決定する際に、市民の意見を聞いて、それを考慮しながら最終決定を行う仕

組みのこと。 
 

◇ 避難行動要支援者（名簿） 

平成２５年の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がいのある人、乳幼児などの

防災施策において特に配慮を要する人（要配慮者）のうち、災害発生時の避難などに特に支

援を要する人。また、同法では、避難行動要援護者名簿の作成を市町村に義務付けることが

規定された。 
 

◇ フレイル 

加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能など）が低下し、複数の慢性疾患の併存な

どの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した虚弱な状態。一方で、適切

な介入や支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像をいう。 

 

ま行 

 

◇ 民生委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣が委嘱し、児童福祉法に定める児童委員も兼ねている。

職務は、地域住民の生活状態の把握、要援助者の自立への相談援助・助言、社会福祉事業者

または社会福祉活動者との密接な連携・活動支援、福祉事務所その他の関係行政機関の業務

への協力など。 

 

や行 

◇ 有料老人ホーム 

老人福祉法に基づく、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持および生活の安定のた

めに必要な措置として設けられている制度による施設。常時１人以上の老人が入所し、介護

などサービスを提供することを目的とした施設で、老人福祉施設でないものをいう。その類

型は、健康型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームの 3 類型に大

きく分類される。また、その設置に当たっては都道府県知事、政令指定都市長または中核市

市長への届出が必要となる。 
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◇ 養護老人ホーム 

 老人福祉法に基づく、心身・環境・経済上の理由により、家庭で養護を受けることが困難

な高齢者が入所し、養護を行う施設。 
 

◇ 要介護者 

要介護状態（加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病などのため、入浴、排泄、食

事など日常生活での基本的な動作において、６ヶ月にわたり継続して常時介護が必要と見込

まれる状態）にあると認定された人のこと。介護の必要の度合いに応じて、要介護１から要

介護５までに区分される。 
 

◇ 要介護認定 

 介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者が認定するもの。

介護保険法では、日常生活において介護を必要とする状態を意味する要介護認定と、日常生

活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定の 2 種類の認定が規定されている。 
 

◇ 要支援者 

要支援状態（加齢に伴い生ずる心身の変化に起因する疾病などのため、入浴、排泄、食事

など日常生活での基本的な動作において、６ヶ月にわたり継続して日常生活を営む上で支障

があると見込まれる状態）にあると認定された人のこと。支援の必要の度合いに応じて、要

支援１、要支援２に区分される。 

 

 

 


